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『
万
暦
杭
州
府
志
』
初
探

一
六
三
（
一
六
三
）　

は
じ
め
に

筆
者
は
、
宋
代
以
降
の
中
国
王
朝
期
に
見
ら
れ
る
、
地
域
意

識
・
社
会
秩
序
の
形
成
と
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
問
題
意

識
の
も
と
、
杭
州
地
域
を
場
と
し
、
宋
代
の
地
方
官
と
そ
の
治
績

の
形
成
、
そ
し
て
地
方
志
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
て

い
る）

1
（

。
宋
代
の
地
方
統
治
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
治
績
、
そ
し
て
地

方
志
の
編
ま
れ
方
に
つ
い
て
は
既
に
い
く
つ
か
検
討
を
行
い）

2
（

、
ま

た
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
明
清
期
の
杭
州
地
方
志
の
編
纂
と
特

徴
に
つ
い
て
、
初
歩
的
検
討
と
し
て
の
概
観
を
行
っ
た）

3
（

。

そ
の
際
、
万
暦
七
年
（
一
五
七
九
）
に
編
ま
れ
た
『
万
暦
杭
州

府
志
』
に
と
り
わ
け
興
味
深
い
い
く
つ
か
の
点
を
発
見
し
た
。

『
万
暦
杭
州
府
志
』
は
、
他
の
伝
統
王
朝
期
の
杭
州
地
方
志
（
宋

代
の
『
乾
道
臨
安
志
』、『
淳
祐
臨
安
志
』、『
咸
淳
臨
安
志
』、
明

代
の
『
成
化
杭
州
府
志
』、『
万
暦
杭
州
府
志
』、
清
代
の
『
康
熙

杭
州
府
志
』、『
乾
隆
杭
州
府
志
』）

4
（

）
に
比
べ
て
最
も
詳
細
な
情
報

を
記
載
し
て
お
り
、
以
降
の
杭
州
地
方
志
が
そ
の
体
例
を
模
倣
し

た
こ
と
か
ら
、
杭
州
の
地
方
志
編
纂
の
歴
史
に
お
い
て
タ
ー
ニ
ン

グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
注
目
す
べ
き
特

徴
と
し
て
、
そ
の
実
質
的
編
纂
者
で
あ
っ
た
陳
善
（
一
五
一
四-

八
九
）
が
内
容
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
全
体
に
残
し
て
い
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
地
方
志
編
纂
者
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
言
及
を

行
っ
て
い
る
地
方
志
は
他
に
類
例
が
な
く
、
筆
者
の
問
題
関
心
で

あ
る
「
治
績
が
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
、
記
載
が
制
作
さ
れ
る
か
」

に
つ
い
て
も
、
こ
の
言
及
の
分
析
を
通
し
、
極
め
て
有
効
な
回
答

を
得
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

今
後
、
こ
の
地
方
志
を
総
合
的
に
分
析
し
、
明
代
後
期
の
地
方

志
編
纂
の
傾
向
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
当
時
の
社
会
と
の
関
連
性
、

『
万
暦
杭
州
府
志
』
初
探

　
　

─
明
代
後
期
の
地
方
志
編
纂
者
の
見
た
「
宋
代
」

─
小
二
田　
　

章
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六
四
）　

そ
し
て
当
時
地
方
志
編
纂
が
果
た
し
た
意
義
を
検
討
し
て
い
く
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
る）

5
（

。
本
稿
で
は
、
そ
の
検
討
の
端
緒
と
し
て
、

陳
善
が
宋
代
の
「
名
地
方
官
」
た
ち
に
附
し
た
コ
メ
ン
ト
を
分
析

す
る
こ
と
で
、
当
時
の
地
方
志
編
纂
者
た
ち
の
宋
代
地
方
官
に
対

す
る
認
識
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
に
つ
い
て

分
析
の
前
提
と
し
て
、『
万
暦
杭
州
府
志
』
の
概
要
を
、
そ
の

巻
頭
の
記
載
に
即
し
て
述
べ
る）

6
（

。

『
万
暦
杭
州
府
志
』
は
、
全
一
〇
〇
巻
に
外
志
一
巻
を
付
す
構

成
で
あ
り
、
全
体
は
三
八
項
目
に
分
類
さ
れ
る
。
編
纂
は
既
に
述

べ
た
陳
善
が
行
い
、
当
時
杭
州
知
府
で
あ
っ
た
劉
伯
縉
ら
が
監
修

し
た
。
基
本
的
に
万
暦
七
年
の
刻
本
が
通
行
し
て
い
る
が
、
版
本

に
よ
っ
て
は
補
刻
さ
れ
た
形
跡
を
持
つ
も
の
が
あ
る）

7
（

。
王
朝
期
の

杭
州
地
方
志
の
中
で
は
、『
咸
淳
臨
安
志
』（
一
〇
〇
巻
）
が
首
都

の
地
方
志
と
し
て
宮
廷
に
つ
い
て
の
特
別
な
巻
を
持
ち
、『
乾
隆

杭
州
府
志
』（
一
一
〇
巻
）
が
乾
隆
帝
の
南
巡
を
記
念
す
る
特
別

な
巻
を
持
つ
た
め
、
一
般
的
な
地
方
志
の
記
載
分
量
は
最
も
多
い

と
言
え
る）

8
（

。

『
万
暦
杭
州
府
志
』
を
序
・
編
纂
者
・
凡
例
か
ら
概
観
す
る
。

ま
ず
、
序
に
つ
い
て
は
、
企
画
者
と
さ
れ
る
浙
江
巡
撫
の
徐
栻
、

監
修
責
任
者
で
あ
る
提
督
学
校
僉
事
の
喬
因
阜
、
そ
し
て
編
纂
者

の
陳
善
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
後
ろ
に
は
先
行
す
る
杭
州
地
方
志

の
『
咸
淳
臨
安
志
』、『
成
化
杭
州
府
志
』
の
序
を
付
し
て
い
る
。

徐
栻
は
そ
の
序
に
お
い
て
、『
万
暦
杭
州
府
志
』
を
編
ん
だ
理

由
を
「
旧
志
（
成
化
志
を
指
す
）
の
資
料
引
用
が
不
十
分
で
あ
り
、

民
間
の
能
文
家
が
書
い
た
遊
覧
志
（
田
汝
成
『
西
湖
遊
覧
志
』
を

指
す
）
を
見
て
、
地
方
志
と
し
て
十
全
な
も
の
を
作
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
っ
た
」
た
め
と
し
て
い
る）

9
（

。
そ
し
て
、
地
方
志
と

し
て
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
触
れ
る
中
で
、「（
古
は
）

土
地
を
増
や
し
規
律
を
敷
い
て
民
に
功
績
が
あ
っ
た
も
の
を
称
え

た
が
、
そ
れ
は
今
の
「
名
宦
」
に
あ
た
る
」
と
言
及
し
て
い
る）

10
（

。

そ
し
て
、
今
回
の
編
纂
に
関
わ
っ
た
人
々
を
列
挙
し
、
そ
の
役
割

を
称
え
、
そ
の
作
業
が
「
万
暦
丁
丑
（
一
五
七
七
）
夏
か
ら
戊
寅

（
一
五
七
八
）
秋
ま
で
」
か
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

次
に
、
喬
因
阜
の
序
で
は
、
こ
の
『
万
暦
杭
州
府
志
』
が
旧
志

と
比
べ
て
「
芸
文
の
項
目
を
圧
縮
し
、
簡
に
し
て
要
を
得
る
も
の

と
し
た）

11
（

」
こ
と
を
ほ
め
、
な
ぜ
な
ら
「
越
中
の
志
書
で
最
も
難
し

い
の
は
徭
賦
（
税
目
）
を
正
す
こ
と
だ）

12
（

」
と
し
て
、
税
目
の
記
録

と
し
て
の
地
方
志
の
実
用
部
分
に
焦
点
を
当
て
た
意
義
を
述
べ
る
。

「
宿
猾
」
と
い
う
税
目
の
ご
ま
か
し
で
利
益
を
上
げ
よ
う
と
す
る

対
象
と
の
角
逐
を
描
き
な
が
ら
、
こ
の
地
方
志
が
根
拠
を
示
す
存



『
万
暦
杭
州
府
志
』
初
探

一
六
五
（
一
六
五
）　

在
と
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
し
て
い
る）
13
（

。

そ
し
て
、
陳
善
の
序
を
見
る
。
彼
は
杭
州
が
天
下
の
名
郡
で
あ

り
歴
史
的
に
も
物
産
・
人
材
的
に
も
優
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を

記
録
す
る
地
方
志
が
百
年
の
間
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
嘆
く）

14
（

。

そ
し
て
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
編
纂
を
始
め
た
か
を
述
べ
る
。

前
の
巡
撫
で
あ
る
常
熟
徐
公
は
旧
編
（
成
化
志
）
の
不
足
・

粗
雑
な
こ
と
を
大
き
な
問
題
と
さ
れ
、
地
方
志
の
更
新
を
計

画
さ
れ
た
。
そ
こ
で
計
画
を
立
て
て
、
学
使
の
陝
右
喬
公
と

共
に
こ
の
事
業
を
始
め
ら
れ
、
先
の
知
府
で
あ
る
白
下
呉
公
、

今
の
知
府
の
暦
下
劉
公
も
心
を
併
せ
て
協
賛
、
そ
の
完
成
を

楽
し
み
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
日
を
選
び
、
私
に
期
限
を
定
め

て
制
作
責
任
を
任
さ
れ
た
。
郡
公
は
費
用
を
委
ね
、
県
吏
は

食
事
を
用
意
し
た
。
さ
ら
に
諸
生
の
優
秀
な
者
を
選
抜
し
て

共
に
校
正
を
行
い
、
褒
忠
祠
に
専
門
の
仕
事
場
を
設
け
た
。

共
に
仕
事
を
行
っ
た
の
は
お
よ
そ
十
二
人
、
最
初
に
こ
の
事

業
を
始
め
た
時
は
た
っ
た
五
人
で
あ
っ
た
。
過
去
の
文
章
を

総
括
し
、
伝
承
や
記
述
か
ら
そ
の
証
明
を
行
っ
た
。
余
分
や

悪
い
部
分
は
削
除
し
、
故
実
を
網
羅
し
た
。
こ
れ
ら
は
諸
生

の
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。「
国
朝
名
宦
人
物
」
の

項
目
な
ど
、
全
編
通
じ
て
多
く
の
論
述
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
私
の
行
っ
た
こ
と
で
、
決
し
て
む
や
み
に
行
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
ま
た
、
府
州
の
大
事
は
、
絶
対
に
記
録
す
べ

き
も
の
で
あ
り
、
三
代
か
ら
元
、
国
初
そ
し
て
今
に
い
た
る

ま
で
の
参
照
さ
れ
る
べ
き
全
て
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
と

め
て
三
巻
と
し
、
編
年
は
春
秋
分
注
の
形
式
に
合
わ
せ
、

（
朱
熹
の
通
鑑
）
綱
目
の
体
裁
に
な
ら
っ
て
、
勧
戒
を
旨
と

し
信
偽
を
記
録
す
る
も
の
で
あ
る）

15
（

。

徐
栻
の
企
画
を
受
け
て
、
五
人
と
共
に
褒
忠
祠
（
万
暦
の
初
め
に

建
て
ら
れ
た
忠
義
の
者
を
祀
る
祠
）
を
仕
事
場
と
し
て
編
纂
を
始

め
た
こ
と
が
見
え
る
。
そ
の
作
業
の
中
で
も
、
や
は
り
「
国
朝
名

宦
人
物
」
に
関
心
が
強
く
、
諸
生
の
助
力
が
そ
こ
で
役
に
立
っ
た

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、「
巻
凡
百
、
為
書
凡
二
十
八
帙
百
函
」
と
い
う
大

部
の
書
が
完
成
し
、
彼
は
歴
代
の
地
方
志
の
中
で
自
分
が
編
ん
だ

も
の
の
位
置
づ
け
を
述
べ
る
。

過
去
の
地
方
志
を
編
ん
だ
の
は
、
宋
の
咸
淳
年
間
に
潜
公
說

友
、
明
に
入
っ
て
か
ら
は
洪
武
年
間
に
徐
公
一
夔
、
成
化
年

間
は
夏
公
時
正
で
あ
り
、
皆
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
、
嘉
靖
年
間
の
孫
令
景
時
が
編
ん
だ
『
武
林
文
献
諸
録
』
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だ
け
は
未
だ
に
刊
行
さ
れ
て
い
な
い）
16
（

。

こ
こ
か
ら
み
て
、
陳
善
に
と
っ
て
、
歴
代
杭
州
の
地
方
志
の
一
角

を
占
め
た
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

編
纂
者
に
つ
い
て
は
、
序
の
つ
ぎ
に
そ
の
一
覧
が
付
さ
れ
て
い

る
（〔
表
1
〕
参
照
）。
ま
た
、
先
ほ
ど
述
べ
た
徐
栻
の
序
の
解
説

が
そ
の
有
様
を
示
し
て
お
り
、
引
用
し
併
せ
て
検
討
す
る
。

…
こ
の
作
業
は
、
私
に
代
わ
り
、
巡
撫
の
涇
陽
李
公
、
成
安

呉
公
と
監
察
御
史
の
上
党
鮑
公
、
淄
川
王
公
、
巡
塩
御
史
の

益
都
房
公
、
陟
県
李
公
が
文
献
を
企
画
し
、
稀
に
み
る
大
典

と
し
た
。
督
学
僉
事
の
耀
州
喬
君
が
、
私
の
檄
を
奉
じ
て
も

と
知
府
の
温
・
処
州
兵
憲
に
抜
擢
さ
れ
た
白
下
呉
君
と
今
の

知
府
の
済
上
劉
君
と
共
に
業
務
管
理
を
行
い
、
資
料
文
献
の

購
入
や
旧
聞
の
収
集
を
行
っ
て
校
訂
の
便
を
計
り
、
ま
た
か

か
る
費
用
や
労
働
力
を
計
算
し
、
そ
の
収
入
を
管
理
し
た
の

は
苦
労
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
文
章
を
作
成
し
全
体
を
総
裁

し
た
の
は
、
地
元
出
身
の
も
と
（
雲
南
）
布
政
使
で
あ
る
敬

亭
陳
公
で
あ
っ
た
。
公
は
縉
紳
の
間
で
文
学
徳
行
の
評
判
高

く
、
文
辞
を
簡
潔
に
し
体
例
を
適
切
に
増
減
し
た
こ
と
は
、

地
方
志
作
成
に
名
を
残
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
諸
生
の
趙
観
、

方
可
立
、
楊
兆
坊
、
王
廸
吉
、
朱
履
、
陳
植
桂
、
張
璚
、
鄭

栻
、
孫
思
旦
、
沈
思
相
、
童
文
卿
、
兪
伯
臣
な
ど
と
分
担
校

正
を
行
い
、
大
変
苦
労
を
し
た
。
…）

17
（

編
纂
者
が
、
表
に
見
る
限
り
「
修
」
と
い
う
共
通
し
た
表
現
を
さ

れ
て
い
る
な
か
で
、
実
際
は
職
務
の
分
担
を
行
い
、
こ
の
作
業
を

完
成
さ
せ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
管
見
の
限
り
『
万
暦
杭
州
府
志
』

に
つ
い
て
の
唯
一
の
専
論
作
者
で
あ
る
張
英
聘
氏
に
よ
る
と
、
こ

の
「
修
」
だ
け
で
表
現
し
た
編
纂
組
織
は
明
代
に
は
あ
ま
り
み
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、「
檄
修
」
と
さ
れ
る
監
察
関
係
の
官
僚

（
風
憲
官
）
た
ち
が
、「
掌
修
」・「
協
修
」
と
さ
れ
る
州
県
官
に
命

令
を
発
し
て
、
彼
ら
州
県
の
管
轄
の
資
料
を
持
ち
寄
ら
せ
編
纂
さ

せ
る
と
い
う
、
明
代
の
官
僚
組
織
の
上
か
ら
下
へ
の
流
れ
に
沿
っ

た
形
で
の
編
纂
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る）

18
（

。

ま
た
、
徐
栻
序
で
は
、
実
際
の
作
成
を
行
っ
た
陳
善
よ
り
前
に
書

か
れ
る
人
々
に
は
出
身
地
域
が
付
さ
れ
、
規
則
的
に
当
然
と
は
い

え
、
全
て
浙
江
省
以
外
の
人
間
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
編
纂
が
、
地
元
以
外
の
人
間
と
地
元
の
人
間
の
共
同
作
業
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

そ
し
て
、
凡
例
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
別
の
論
文
に
て
既
に

行
っ
た
検
討）

19
（

を
参
照
し
な
が
ら
行
う
。
凡
例
は
全
部
で
二
二
条
あ

（
一
六
六
）　
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来
の
記
録
を
行
っ
て
い
る
が
、
諸
司
に
つ
い
て
は
僅
か
に
趙

宋
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
列
挙
し
な
い
と
す
る
な
ら
、
宋
だ
け

掲
載
し
た
の
か
。
列
挙
す
べ
き
と
思
っ
た
の
な
ら
、
漢
唐
は

な
ぜ
載
せ
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
宋
の
転
運
使
な
ど
、
た

だ
（
大
明
）
一
統
志
の
記
載
に
従
っ
て
、
陳
堯
佐
一
人
を
収

録
し
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
古
え
の
名
賢
で
上
に
立
っ

て
恵
み
を
も
た
ら
す
者
に
つ
い
て
、
人
々
が
仰
ぎ
見
て
尊
敬

す
る
術
を
知
ら
ず
、
永
遠
に
功
績
を
た
た
え
る
こ
と
が
出
来

な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
今
回
、
伝
記
を
検
討
し
、
お
よ

そ
杭
州
に
関
係
し
て
い
れ
ば
職
種
を
問
わ
ず
、
顕
著
な
功
績

が
あ
る
者
は
悉
く
記
載
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
特
に
品
目
を

立
て
て
区
別
せ
ず
、
杭
州
に
集
ま
り
行
政
を
行
う
人
々
を

「
会
治
」
の
名
で
ま
と
め
た
が
、
古
に
な
ら
っ
た
だ
け
で
あ

る）
21
（

。

こ
の
二
条
で
は
、『
成
化
杭
州
府
志
』
の
特
徴
で
あ
っ
た
「
総

治
」「
寄
治
」
の
区
別
を
論
じ
、
そ
の
名
称
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い

と
し
て
取
り
や
め
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
で
陳
堯
佐
ひ
と
り
だ
け
が

挙
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
是
非
を
論
じ
て
、
こ
の
地
方
志
で
は
同

様
の
立
場
に
い
る
も
の
全
て
を
掲
載
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

る
。
ま
ず
、
こ
の
体
例
を
「
朱
子
の
（
通
鑑
）
綱
目
の
体
例
で
行

う）
20
（

」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
明
朝
の
正
統
の
史
書
記

載
を
意
識
し
た
地
方
志
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
一

〇
条
が
「
名
宦
」
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、「
名

宦
」
項
目
に
対
す
る
関
心
が
高
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
比
較
的

近
い
時
期
の
「
名
宦
」
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
に
関
す
る

条
文
も
あ
る
が
、
今
回
の
対
象
で
あ
る
宋
代
の
「
名
宦
」
に
直
接

関
わ
る
条
文
も
あ
る
。

杭
州
の
統
治
領
域
は
（
王
の
）
藩
・（
官
の
）
省
の
重
複
地

点
で
あ
り
、
お
よ
そ
一
切
の
統
治
に
関
わ
る
上
官
に
つ
い
て
、

記
載
を
行
う
の
は
、（
大
明
）
一
統
志
の
体
例
に
な
ら
う
も

の
で
あ
る
。
旧
志
（
成
化
志
）
に
「
統マ

マ

治
」「
寄
治
」
の
項

目
が
あ
っ
た
の
は
、
う
ま
く
そ
れ
を
区
別
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
今
回
、
そ
の
杭
州
に
集
ま
っ
て
い
る
統
治
に
関

す
る
部
門
を
列
記
し
、「
会
治
」
と
名
付
け
た
。
こ
れ
は
、

都
司
が
軍
政
を
束
ね
て
地
方
を
守
る
こ
と
、
運
司
が
専
売
を

扱
っ
て
財
政
を
豊
か
に
す
る
こ
と
、
な
ど
は
も
と
も
と
「
寄

治
」
と
い
う
名
に
そ
ぐ
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

旧
志
（
成
化
志
）
の
「
名
宦
」
は
守
令
に
つ
い
て
、
漢
唐
以

（
一
六
七
）　
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「
雑
伝
」
に
列
挙
し
た
も
の
に
は
三
つ
の
種
類
が
あ
る
。
一

つ
に
、
行
政
者
と
し
て
杭
州
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の

の
、
そ
れ
が
国
家
の
代
理
人
と
し
て
民
を
守
る
と
い
う
原
則

に
合
致
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
記
録
に
留
め

置
き
、
後
世
の
検
討
に
備
え
る
。
殷
通
、
朱
買
臣
な
ど
が
こ

の
類
で
あ
る
。
ま
た
一
つ
に
、
行
政
の
内
容
が
記
録
す
べ
き

ほ
ど
で
は
な
い
が
、
一
長
官
と
し
て
著
名
な
者
で
あ
る
。
記

述
か
ら
良
い
部
分
を
取
り
だ
し
収
録
す
る
。
宰
鼉
、
朱
治
な

ど
が
こ
の
類
で
あ
る
。
そ
し
て
一
つ
に
、
官
と
し
て
優
れ
た

行
政
を
行
っ
た
も
の
の
、
或
い
は
害
を
為
し
、
或
い
は
臣
下

の
節
義
を
乱
し
て
終
わ
り
、
或
い
は
士
節
を
曲
げ
た
者
で
あ

る
。（
通
常
の
「
名
宦
」
か
ら
）
降
格
し
て
こ
こ
に
列
挙
す

る
。
王
弘
祖
、
王
敬
則
、
梁
汝
嘉
の
類
は
こ
れ
で
あ
る）

22
（
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こ
の
条
で
は
、
新
た
に
増
え
た
カ
テ
ゴ
リ
の
「
雑
伝
」
の
基
準

に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
項
目
で
は
、
何
ら
か
の
問

題
が
あ
り
「
名
宦
」
に
同
時
に
並
べ
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
者
達
を

収
録
し
た
も
の
と
し
て
お
り
、
南
宋
の
梁
汝
嘉
が
例
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。

旧
志
の
「
名
宦
」「
人
物
」
で
、
た
だ
地
域
と
官
名
の
み
を

記
載
し
、
地
方
で
成
果
を
上
げ
な
か
っ
た
者
、
及
び
郷
里
に

て
そ
の
評
判
を
聞
か
な
い
者
は
、
今
回
は
記
録
し
な
い）

23
（
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こ
の
条
で
は
、『
成
化
杭
州
府
志
』
に
出
身
地
と
官
名
だ
け
で
記

載
さ
れ
て
い
た
人
物
を
、
今
回
は
収
録
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
宋
代
の
「
名
宦
」
の
記
載
に
関
し
て
も
、

『
万
暦
杭
州
府
志
』
が
従
前
の
杭
州
地
方
志
に
比
べ
、
よ
り
詳

細
・
網
羅
的
な
記
載
を
目
指
し
、
ま
た
新
た
な
記
載
の
仕
方
を
始

め
る
な
ど
、
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
が
、『
万
暦
杭
州
府
志
』
序
と
そ
の
周
囲
の
概
観
で
あ
る
。

序
を
寄
せ
た
三
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く
違
っ
た
視
点
か
ら
こ
の
地

方
志
を
評
価
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
地
域
・
地
域
行
政
に
有
効
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
旧
志
」
が
時
代
の
変
化
に
つ
い

て
い
け
な
く
な
っ
た
た
め
、
最
新
の
需
要
に
合
わ
せ
て
こ
の
地
方

志
を
編
ん
だ
と
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
が
、「
宿
猾
」

と
の
争
い
や
「
縉
紳
」
の
地
方
政
治
へ
の
影
響
力
拡
大
な
ど
、
明

代
後
期
の
社
会
変
動
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と

同
レ
ベ
ル
の
関
心
が
「
名
宦
人
物
」
に
示
さ
れ
、
凡
例
に
も
表
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
関
心
は
ど
の

よ
う
な
背
景
か
ら
発
生
す
る
の
か
。
ま
た
、
地
方
志
の
編
纂
に
あ

た
り
、
地
元
人
で
あ
る
陳
善
が
実
質
的
な
編
纂
者
で
あ
り
、
そ
の

（
一
六
八
）　
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意
志
が
編
纂
物
に
強
く
反
映
さ
れ
う
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

続
け
て
、
そ
の
陳
善
の
歴
史
記
載
、
特
に
宋
代
に
関
す
る
認
識

を
検
討
す
る
。

二　

 『
万
暦
杭
州
府
志
』
に
見
ら
れ
る
、
編
者
陳
善
の

「
宋
代
」
認
識

『
万
暦
杭
州
府
志
』
の
編
者
・
陳
善
に
つ
い
て
、
そ
の
事
跡
を

伝
え
る
資
料
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い

る
陳
善
の
伝
記
的
情
報
を
確
認
す
る
。

字
思
敬
、
号
敬
亭
、
銭
塘
の
人
。
嘉
靖
二
十
年
（
一
五
四

一
）
の
進
士
。
知
歙
県
、
山
西
按
察
副
使
、
広
東
按
察
使
を

歴
任
し
、
雲
南
左
布
政
使
に
て
致
仕
。
杭
州
府
志
の
ほ
か
地

方
行
政
関
連
の
文
章
を
残
す）

24
（
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辺
境
地
域
専
門
の
地
方
官
と
し
て
各
地
を
転
々
と
し
た
た
め
か
、

本
人
が
文
集
を
ま
と
め
ら
れ
ず
、
結
果
と
し
て
極
め
て
断
片
的
な

記
載
し
か
残
ら
な
か
っ
た
。
墓
誌
銘
（
陸
樹
声）

25
（

）、
神
道
碑
（
許

孚
遠）

26
（

）
な
ど
を
み
て
も
、
地
方
官
ご
と
の
業
績
を
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク

し
た
か
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
比
較
的
内
容
の
多
い
墓

誌
銘
を
見
て
も
、
幼
少
時
に
王
守
仁
（
陽
明
）
に
見
出
さ
れ
た
こ

と
、
科
挙
合
格
前
に
林
雲
同
ら
の
庇
護
を
受
け
た
こ
と
、
そ
し
て

退
官
後
の
生
活
と
家
族
以
外
の
大
半
は
地
方
官
の
業
績
で
あ
る
。

一
方
で
、
各
地
で
名
地
方
官
と
し
て
名
声
を
残
し
、
特
に
雲
南
で

は
水
利
・
徴
税
そ
し
て
民
族
反
乱
の
慰
撫
な
ど
に
活
躍
し
、「
方

伯
陳
公
澂
江
祠
碑）

27
（

」
な
ど
、
祀
ら
れ
立
碑
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ

う
な
彼
は
、
隆
慶
五
年
（
一
五
七
一
）
に
引
退
し
て
故
郷
に
戻
り
、

由
緒
あ
る
書
院
を
再
興
し
た
り
、
地
元
の
怡
老
会
に
参
加
し
た
り

す
る）

28
（

な
ど
、
名
士
と
し
て
評
判
を
集
め
て
い
た
。

悠
々
自
適
の
陳
善
に
地
方
志
編
纂
が
委
ね
ら
れ
た
背
景
に
は
、

発
案
者
で
あ
る
徐
栻
と
の
個
人
的
関
係
が
あ
っ
た
。
徐
栻
は
も
と

雲
南
按
察
使
と
し
て
雲
南
布
政
使
の
陳
善
と
一
緒
に
仕
事
を
し
て

い
た
。
そ
の
際
、
嘉
靖
四
十
年
（
一
五
六
一
）
に
陳
善
が
雲
南
の

地
方
官
の
た
め
に
復
刻
刊
行
し
た
宋
代
の
類
書
『
自
警
編
』
を
徐

栻
は
高
く
評
価
し
、
江
西
巡
撫
に
異
動
し
た
後
の
万
暦
元
年
（
一

五
七
三
）
に
同
本
を
江
西
で
再
出
版
し
て
い
た）

29
（

。
そ
の
後
ま
も
な

く
浙
江
巡
撫
に
異
動
し
地
方
志
編
纂
を
計
画
し
た
際
に
、
陳
善
を

思
い
出
し
た
の
は
必
然
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

陳
善
は
こ
の
杭
州
府
志
編
纂
に
対
し
、
極
め
て
精
力
的
に
取
り

組
ん
だ
。
前
掲
の
〔
表
一
〕
に
み
え
る
楊
兆
坊
は
長
女
の
夫
で
あ

り
、「
陳
植
桂
」
は
陳
善
の
息
子
た
ち
が
植
字
の
輩
行
で
あ
る
こ

（
一
六
九
）　
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と
を
考
え
る
と
、
族
弟
の
ひ
と
り
と
思
わ
れ
る）
30
（

。
杭
州
府
志
は
陳

善
が
家
族
ぐ
る
み
で
編
纂
に
あ
た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
陸
樹
声
の
墓
誌
銘
に
よ
る
と
、
編
纂
を
熱
心
に
や

り
す
ぎ
た
結
果
、「
精
力
が
す
り
き
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
し
て
い

る）
31
（

。で
は
、
陳
善
は
杭
州
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い

た
の
か
。
陳
善
の
「
杭
州
」
に
関
す
る
言
説
と
し
て
、
ま
ず
み
え

る
の
は
冒
頭
の
「
沿
革
」
に
附
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

善
曰
く
、「
私
は
郡
志
を
作
る
際
に
冒
頭
に
「
沿
革
」
を
記

し
た
。
制
作
時
に
し
ば
し
ば
思
っ
た
の
は
、『
杭
の
地
は
禹

以
来
の
歴
史
の
古
さ
を
誇
る
。
呉
越
の
時
に
は
上
国
に
列
せ

ず
、
隋
唐
以
降
に
始
め
て
郡
名
を
得
る
な
ど
、
ま
だ
あ
ま
り

地
域
の
名
声
は
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
。
銭
氏
が
国
を
開
き
、

趙
宋
が
こ
こ
に
都
を
移
し
た
後
、
よ
う
や
く
繁
栄
し
た
。
皇

明
に
な
っ
て
明
白
に
首
藩
会
府
と
な
り
、
文
化
第
一
と
し
て

名
声
を
得
た
。
こ
こ
を
統
治
す
る
者
こ
こ
で
生
活
す
る
者
が
、

ど
う
し
て
自
ら
誇
る
心
を
興
さ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
』
と
。

土
地
が
嘗
て
繁
栄
し
、
人
々
が
嘗
て
集
ま
っ
た
の
を
見
る
と

は
い
え
、
世
代
が
に
わ
か
に
移
り
変
わ
り
統
治
も
た
ち
ま
ち

変
わ
る
の
を
顧
み
る
に
、
守
り
育
て
る
政
治
は
常
に
得
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
繁
栄
は
必
ず
元
の
形
を
損
ね
る
。
名
実

を
正
そ
う
と
す
る
と
、
慨
嘆
な
し
に
は
い
ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
。
ど
う
し
て
そ
れ
だ
け
が
正
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

廃
止
は
少
な
く
増
置
は
多
く
、
評
判
は
過
剰
で
期
待
が
重
く

な
る
。
官
司
は
こ
の
た
め
簡
素
が
繁
雑
に
、
賦
役
は
こ
の
た

め
減
少
が
増
加
と
な
る
。
民
力
は
日
に
日
に
支
え
き
れ
な
く

な
る
の
で
あ
る
。
今
の
杭
は
既
に
昔
の
杭
で
は
な
い
。
一
事

が
万
事
、
さ
ら
に
は
豊
か
な
土
地
を
巡
っ
て
、
人
の
隙
を
窺

う
欲
心
ま
で
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
は
、
嘆
き
恐
れ
ず
に
は

い
ら
れ
よ
う
か
。
君
子
の
境
界
を
守
り
民
を
守
る
こ
と
を
思

う
姿
に
最
初
に
感
動
す
る
の
は
、
大
事
で
あ
ろ
う
。」

善
曰
く
、「
わ
が
杭
州
は
、
統
治
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て

以
来
代
々
に
沿
革
が
あ
っ
た
。（
後
漢
の
）
建
武
に
王
莽
の

改
変
を
改
め
、
周
嘉
が
上
書
し
分
置
を
求
め
た
こ
と
な
ど
、

皆
道
理
の
赴
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
う
な
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
武
照
（
則
天
）
の
僭
主
統
治
の
数
年
間
、
頻
繁
に

制
度
を
変
え
た
の
は
、
一
体
何
の
た
め
で
あ
っ
た
の
か
。
そ

も
そ
も
「
沿
」
と
は
そ
の
有
る
べ
き
所
、「
革
」
と
は
そ
の

改
め
ざ
る
を
得
な
い
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
ち
な
ん
で
い
る
。
こ

れ
は
王
者
の
定
制
が
久
遠
に
続
く
こ
と
を
尊
び
、
大
き
な
問

（
一
七
〇
）　
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題
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
軽
々
し
く
変
え
て
は
な
ら
な
い

た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
事
を
省
き
民
を
休
ま
せ
、
天
下
と
平

穏
無
事
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
我
が
国
家

は
建
国
よ
り
二
百
余
年
、
郡
県
の
分
置
は
ほ
ぼ
画
一
で
変

わ
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
万
世
の
道
筋
と
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。）

32
（

」

こ
こ
で
は
、
陳
善
は
杭
州
の
発
展
過
程
を
述
べ
て
い
る
が
、
注
目

す
べ
き
は
嘗
て
の
地
方
志
に
み
ら
れ
た
「
不
及
宋
之
盛
（
宋
の
繁

栄
に
は
及
ば
な
い
））

33
（

」
と
す
る
見
方
を
取
ら
ず
、
現
状
の
「
首
藩

会
府
」
を
肯
定
す
る
見
方
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

34
（

。
人
口

増
加
と
発
展
に
触
れ
、
そ
の
負
の
側
面
を
述
べ
な
が
ら
も
、「
今

の
杭
州
は
昔
の
杭
州
と
違
う
」
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
時
代
ご
と
の

地
方
官
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
も

う
ひ
と
つ
の
文
で
は
、
統
治
領
域
の
区
分
は
道
理
に
よ
っ
て
自
然

に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
軽
々
し
く
変
え
て
は
い
け
な
い
も

の
と
し
、「
二
百
餘
年
」
に
わ
た
り
区
画
を
変
え
て
い
な
い
と
し

て
明
朝
を
称
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
社
会
の
気
風
・
概
要
で
あ
る
「
風
俗
」
の
項
目
に
附
さ

れ
た
陳
善
の
言
を
み
る
。

善
曰
く
、「
論
語
に
い
う
、「
上
が
行
う
こ
と
を
『
風
』
と
言

い
、
下
が
靡
く
の
を
『
俗
』
と
い
う
」
と
。
風
俗
が
乱
れ
悪

化
す
る
の
は
世
の
汚
濁
に
よ
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
化
に
よ

り
推
移
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
杭
の
俗
は
徐
々
に
改

善
さ
れ
、
文
化
の
名
声
は
高
ま
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

遊
び
怠
け
て
浮
薄
で
あ
り
、
話
に
な
ら
な
い
者
が
充
満
し
て

い
る
。
殆
ど
悪
習
に
溺
れ
て
い
る
と
、
善
は
却
っ
て
存
在
す

る
の
だ
ろ
う
か
。）

35
（

」

こ
こ
で
は
、
通
常
の
風
俗
の
悪
化
と
違
い
、
杭
州
は
文
明
を
残
し

な
が
ら
も
悪
習
が
絶
え
な
い
と
し
て
、
杭
州
の
状
況
を
特
別
視
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
見
る
と
、
陳
善
の
杭
州
に
対
す
る
見
方
は
、

明
朝
の
杭
州
統
治
を
中
心
と
し
、
統
治
領
域
が
昔
と
変
わ
ら
ず
一

貫
し
て
い
る
こ
と
を
伝
統
と
し
て
重
ん
じ
て
い
る
が
、
一
方
で
は

地
方
官
経
験
者
と
し
て
自
ら
の
地
域
の
欠
点
を
も
自
覚
し
た
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
。

杭
州
の
歴
史
を
描
く
に
あ
た
り
、
陳
善
は
「
事
紀
」
の
冒
頭
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

善
曰
く
、「
郡
志
で
あ
る
。
そ
の
「
事
紀
」
と
は
何
か
。
郡

事
を
記
録
す
る
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
夏
王
の
巡
狩
、
越
子

（
一
七
一
）　
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の
盟
約
な
ど
は
郡
事
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、「
輿
に

乗
っ
て
そ
の
地
に
至
る
」
の
は
書
く
。「
戦
争
が
そ
の
地
に

て
行
わ
れ
た
」
の
は
書
く
。
こ
れ
ら
は
郡
志
の
常
態
で
あ
る
。

「
舟
を
捨
て
て
上
陸
し
」
て
郡
は
そ
れ
に
ち
な
ん
で
名
づ
け

ら
れ
、「
潰
師
江
上
」
と
は
今
の
浙
水
で
あ
り
、「
江
に
臨
ん

で
待
命
」
し
た
の
は
も
と
よ
り
銭
唐
の
地
で
あ
る
。
決
ま
り

と
し
て
ど
う
し
て
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
。
お
よ
そ

郡
事
で
戒
め
と
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
書
く
。
郡
人
で
高
官
高

位
を
得
て
国
家
に
関
わ
る
者
で
あ
れ
ば
書
く
。
郡
吏
で
賢
く
、

記
録
す
べ
き
徳
行
が
あ
る
、
ま
た
は
行
政
に
記
録
す
べ
き
も

の
が
あ
る
者
は
書
く
。
災
祥
が
領
域
内
で
あ
れ
ば
書
く
。
会

稽
郡
、
呉
郡
、
呉
興
郡
な
ど
は
、
昔
は
常
に
杭
州
を
含
め
た

と
は
い
え
、
そ
の
統
治
領
域
が
広
く
、
郡
事
と
は
言
い
難
い
。

過
去
の
牧
守
の
賢
行
に
つ
い
て
は
た
だ
咸
淳
志
の
例
に
従
い
、

「
名
宦
」
に
収
め
た
。（
咸
淳
志
に
は
）
属
県
に
関
す
る
も
の

は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
も
掲
載
す
る
。
唐
以
前
の
事

に
つ
い
て
は
、
今
回
の
志
に
は
あ
ま
り
多
く
な
い
」
云

）々
36
（

。

こ
こ
に
は
、
記
録
に
従
っ
て
こ
こ
に
書
き
連
ね
る
杭
州
の
事
件
の

基
準
を
述
べ
て
お
り
、
可
能
な
限
り
多
く
の
事
例
を
描
く
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。「
事
紀
」
は
明
以
前
の
三
巻
と
明
の
三
巻
に
分
か

れ
て
お
り
、「
巻
二　

事
紀
上　

夏
周
至
隋
」（
二
〇
）、「
巻
三　

事
紀
中　

唐
五
代
」（
六
）、「
巻
四　

事
紀
下　

宋
元
」（
三
〇
）

と
「
巻
五　

国
朝
郡
事
紀
上　

洪
武
至
天
順
」（
八
）、「
巻
六　

国
朝
郡
事
紀
中　

成
化
至
正
德
」（
九
）、「
巻
七　

国
朝
郡
事
紀

下　

嘉
靖
至
万
暦
」（
二
六
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
巻
の
中
に
も
、

陳
善
が
附
し
た
コ
メ
ン
ト
が
散
見
さ
れ
、
そ
の
個
数
は
上
記
の

カ
ッ
コ
数
字
で
あ
る
。
分
量
と
し
て
は
明
代
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、

巻
ご
と
の
個
数
だ
け
で
見
れ
ば
宋
元
（
宋
代
二
六
、
元
四
）
が
最

も
多
い
。

宋
代
の
事
紀
に
見
ら
れ
る
陳
善
の
コ
メ
ン
ト
は
、〔
表
2
〕
に

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
二
六
件
の
う
ち
、
南
宋
期
が
二
一
件
と

全
体
の
七
割
を
占
め
、
そ
の
中
で
も
南
宋
開
始
時
の
紹
興
年
間
の

記
事
に
関
し
て
が
七
件
と
突
出
し
て
い
る
。
宋
代
に
関
す
る
コ
メ

ン
ト
の
傾
向
と
し
て
は
批
判
が
多
い
。
そ
の
代
表
が
宋
代
の
最
期

に
附
さ
れ
た
次
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

善
曰
く
、「
宋
は
立
国
の
初
め
か
ら
武
略
が
不
振
で
あ
り
、

南
渡
の
後
は
遂
に
杭
州
を
帝
都
と
し
た
。
北
に
拉
致
さ
れ
た

皇
帝
の
悲
惨
は
千
古
の
心
痛
で
あ
り
、
ま
さ
に
卧
薪
嘗
膽
の

時
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
君
臣
は
遊
楽
に
溺
れ
、

却
っ
て
西
湖
を
猶
予
を
楽
し
む
地
と
し
て
し
ま
っ
た
。
ど
う

（
一
七
二
）　
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し
て
こ
れ
が
楽
し
み
で
憂
さ
晴
ら
し
を
す
る
者
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
た
だ
そ
の
民
の
疲
労
を
慰
撫
す
る
こ
と
だ
け
に
は

積
極
的
で
、
租
税
減
免
や
囚
人
の
釈
放
を
行
う
命
令
は
頻
繁

に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
豪
族
の
子
が
放
蕩
で
既
に
身
代
を
潰

し
て
い
な
が
ら
、
日
々
羊
を
煮
て
豚
を
つ
ぶ
し
て
家
人
を
ね

ぎ
ら
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
時
間
稼
ぎ
に
ほ
か
な
ら
ず
、

祖
徳
を
増
す
も
の
で
は
な
い
。
後
の
国
を
立
て
る
者
は
永
遠

の
反
省
と
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。）

37
（

」

こ
こ
に
は
、
南
宋
が
既
に
国
家
と
し
て
は
堕
落
し
て
お
り
、
滅
び

る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
す
る
認
識
が
表
れ
て
い
る
。
最
後
の

「
国
を
立
て
る
者
は
永
遠
の
反
省
と
す
べ
き
」
と
い
う
言
葉
に
、

「
北
虜
南
倭
」
と
相
対
し
た
明
代
の
危
機
意
識
が
表
れ
て
い
る
。

ま
た
、
既
に
み
た
風
俗
で
の
問
題
点
と
「
西
湖
を
猶
予
を
楽
し
む

地
と
す
る
」
と
い
う
認
識
が
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

南
宋
と
い
う
失
敗
国
家
に
対
し
、
陳
善
の
コ
メ
ン
ト
は
そ
の
原

因
と
な
っ
た
「
奸
臣
」（
秦
檜
、
賈
似
道
な
ど
）
を
非
難
す
る
ほ

か
、「
忠
義
に
対
す
る
不
当
な
扱
い
」
と
「
虚
偽
の
民
政
」
を
特

に
批
判
す
る
。
前
者
で
は
知
府
が
逃
亡
し
た
あ
と
で
戦
死
し
た
知

県
の
朱
蹕
や
、
南
宋
末
の
勇
戦
す
る
も
援
軍
な
く
元
に
降
伏
し
た

呂
文
煥
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
目
立
つ
の
は
岳
飛

に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

善
曰
く
、「
武
穆
（
岳
飛
）
は
国
土
回
復
の
志
が
強
く
、
そ

の
身
の
生
死
は
、
宋
の
存
亡
に
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
宰

相
は
謀
っ
て
こ
れ
を
宮
廷
に
殺
し
、
獄
卒
は
憤
っ
て
こ
れ
を

野
に
埋
葬
す
る
。
忠
義
が
讒
言
さ
れ
て
去
る
、
ど
う
し
た
も

の
か
、
ど
う
し
た
も
の
か
。）

38
（

」

岳
飛
が
殺
害
さ
れ
た
記
事
に
附
さ
れ
た
こ
の
コ
メ
ン
ト
の
他
、
そ

の
名
誉
回
復
、
さ
ら
に
は
改
葬
に
つ
い
て
三
度
に
わ
た
り
コ
メ
ン

ト
を
行
っ
て
い
る
。
岳
飛
は
明
朝
に
お
い
て
忠
臣
と
し
て
の
地
位

が
確
立
さ
れ
、
そ
の
墓
が
改
装
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
人
々
の
尊
崇

が
高
ま
っ
た
。
こ
の
時
点
で
既
に
杭
州
の
欠
か
せ
な
い
象
徴
の
ひ

と
り
と
な
っ
て
お
り
、
陳
善
も
特
に
注
目
し
て
述
べ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
加
え
て
、
陳
善
の
仕
事
場
で
あ
る
「
褒
忠
祠
」
が
、
地

方
志
の
提
唱
者
で
あ
る
徐
栻
に
よ
り
万
暦
初
め
に
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と）
39
（

を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
陳
善
が
「
忠
義
」
を
特
に
意
識
す

る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

「
虚
偽
の
民
政
」
に
つ
い
て
は
、
先
に
見
た
宋
代
最
後
の
コ
メ

ン
ト
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
獄
空
」、
税
の
免
除
な
ど

に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
う
わ
べ
だ
け
の
民
政
で
あ
る
こ
と
を
批
判

（
一
七
三
）　
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し
て
い
る
。

善
曰
く
、「
災
害
発
生
時
に
民
を
憐
れ
む
の
は
聖
世
の
仁
政

で
あ
る
。
史
書
に
は
絶
え
ず
書
か
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の

善
は
知
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
乱
れ
を

挫
い
た
こ
と
が
な
い
の
は
、
な
ぜ
か
。
そ
の
根
本
を
正
さ
ね

ば
、
そ
れ
は
枝
葉
末
節
の
行
為
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

王
民
は
純
朴
で
あ
り
、
ど
う
し
て
与
え
ら
れ
る
の
を
待
っ
て

い
よ
う
か
。
然
る
に
私
は
ま
だ
そ
れ
（
救
済
措
置
）
が
あ
る

こ
と
を
幸
い
と
思
っ
て
い
る
。
あ
あ
。）
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天
災
に
お
け
る
税
の
免
除
の
記
事
に
対
し
、
陳
善
は
、
本
質
的
に

「
恤
民
」
は
仁
政
で
あ
る
が
、
根
本
を
正
さ
な
け
れ
ば
そ
れ
は
枝

葉
末
節
に
過
ぎ
な
く
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
南
宋
期
の
「
善
政
」

記
事
の
多
発
に
、
そ
れ
が
虚
飾
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
態
度
を
示
し

た
も
の
と
言
え
る
。

だ
が
一
方
で
、
陳
善
は
そ
れ
が
明
代
の
地
方
官
に
と
っ
て
の
問

題
で
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
、
評
価
す
る
こ
と
で
、
地

方
統
治
の
助
け
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

善
曰
く
、「
宋
室
の
諸
君
が
獄
囚
を
憐
れ
む
の
は
こ
の
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
民
は
な
ぜ
こ
こ
ま
で
厚
く
幸
福
を
得
ら
れ
る

の
か
。
今
の
省
の
中
心
地
は
、
台
省
が
府
県
に
命
令
し
て
拘

束
す
る
者
が
日
に
数
た
び
到
着
す
る
。
県
の
牢
獄
は
幅
は

た
っ
た
数
楹
、
非
常
に
混
雑
し
て
い
て
、
一
室
ご
と
に
ベ
ッ

ド
を
三
層
重
ね
と
し
て
お
り
、
そ
の
人
の
多
さ
は
推
し
て
知

る
べ
き
で
あ
る
。
部
屋
が
足
り
な
く
な
れ
ば
（
臨
時
の
）
拘

留
所
に
収
容
し
、
そ
れ
で
も
足
り
な
け
れ
ば
郵
亭
に
収
容
す

る
。
夏
の
炎
月
と
も
な
れ
ば
、
穢
気
が
蒸
し
蒸
し
と
立
ち
込

め
、
疫
痢
を
醸
成
し
、（
収
容
さ
れ
た
）
貧
し
い
民
の
餓

死
・
病
死
す
る
も
の
は
十
に
九
、
屍
が
獄
を
出
る
と
き
に
は

人
の
形
を
留
め
て
い
な
い
。（
死
体
を
）
人
に
担
が
せ
て
漏

沢
園
に
運
ば
せ
る
と
、
悪
犬
が
集
ま
っ
て
そ
れ
を
貪
る
。
あ

あ
、
獣
が
相
食
む
の
を
人
は
憎
む
の
に
、
ど
う
し
て
禽
獣
が

人
を
食
う
の
を
我
慢
で
き
よ
う
か
。
故
に
私
は
記
録
し
、
こ

れ
を
官
の
君
子
が
参
考
す
る
機
会
が
あ
る
よ
う
に
し
た
。）
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獄
囚
を
赦
免
し
た
記
事
に
は
、
現
状
の
獄
環
境
の
劣
悪
さ
を
述
べ
、

そ
れ
と
比
べ
て
こ
の
記
事
が
称
賛
に
値
す
る
こ
と
を
コ
メ
ン
ト
し

て
い
る
。
宋
代
を
通
じ
て
、
陳
善
は
地
方
統
治
の
目
線
か
ら
、
宋

代
の
記
事
を
評
価
し
、
そ
の
意
義
を
コ
メ
ン
ト
と
し
て
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
陳
善
が
地
方
官
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
あ
っ
た

（
一
七
四
）　
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こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
明
代
の
地
方
統
治
に
も
強
い

関
心
を
抱
い
て
い
た
彼
に
と
っ
て
、
宋
代
の
杭
州
統
治
は
参
考
に

す
べ
き
対
象
で
も
あ
っ
た
が
、
一
方
で
そ
れ
の
虚
飾
の
部
分
も
発

見
し
、
従
前
の
地
方
志
ま
で
の
評
価
を
見
直
す
べ
き
と
し
た
の
で

あ
る
。

以
上
が
陳
善
と
そ
の
「
宋
代
」
に
対
す
る
言
及
の
記
載
で
あ
る
。

彼
は
地
方
官
生
活
を
引
退
し
て
地
元
の
名
士
生
活
を
送
る
中
で
、

杭
州
地
域
の
伝
統
に
誇
り
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
称
賛
し

記
録
す
る
た
め
に
地
方
志
編
纂
に
携
わ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
統
治

領
域
で
あ
り
な
が
ら
も
そ
の
所
属
す
る
領
域
と
し
て
認
識
さ
れ
る

地
域
が
存
在
し
、
そ
の
範
囲
を
変
え
な
い
こ
と
を
王
朝
の
功
績
と

し
て
称
賛
す
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
。
杭
州
の
歴
史
を
描
く
な

か
で
、
彼
の
関
心
は
自
分
の
属
す
る
明
王
朝
の
杭
州
統
治
を
主
に

し
て
い
た
が
、
宋
代
は
そ
れ
に
次
い
で
関
心
を
持
つ
時
代
で
あ
っ

た
。
特
に
南
宋
期
に
つ
い
て
彼
は
批
判
的
で
あ
り
、
堕
落
し
た
国

家
と
見
て
い
た
が
、
一
方
で
そ
の
時
代
に
表
れ
、
明
代
に
も
通
用

す
る
「
忠
義
」
や
民
政
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
正
し
く
評
価
し
て

地
方
統
治
の
参
考
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る）
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。

三　

宋
代
の
「
名
地
方
官
」
は
ど
う
認
識
さ
れ
た
か

こ
こ
ま
で
の
流
れ
を
踏
ま
え
、
今
回
の
本
題
で
あ
る
宋
代
「
名

地
方
官
」
に
対
す
る
認
識
を
検
討
す
る
。

陳
善
は
宋
代
の
記
事
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

善
曰
く
、「
私
が
郡
事
を
書
く
と
き
、
三
代
か
ら
宋
元
に
至

る
ま
で
、
皆
事
実
に
拠
っ
て
直
書
し
、
ま
と
め
て
三
巻
と
し

た
。
こ
れ
は
勧
戒
と
し
て
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ

る
。
皇
朝
の
事
に
つ
い
て
は
、
中
央
の
太
史
氏
（
史
官
）
が

管
理
し
、
宮
廷
の
金
庫
に
納
め
、
日
月
の
よ
う
に
輝
か
し
い

も
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
私
が
余
計
に
付
け
加
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
か
。
た
だ
、
前
の
代
が
記
載
さ
れ
て
本
朝
が
な
い

の
で
は
、
完
全
な
志
書
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、（
本
朝

も
）
詳
細
に
記
し
、
た
だ
前
代
か
ら
続
け
て
書
く
こ
と
は
せ

ず
、
特
に
「
国
朝
郡
事
紀
」
と
い
う
項
目
を
掲
げ
、
別
に
上

中
下
三
巻
を
つ
く
り
、
後
の
風
俗
や
政
治
を
議
論
す
る
者
の

参
考
し
う
る
も
の
と
し
た
」
云

）々
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（

。

こ
こ
で
は
、
宋
元
以
前
の
過
去
の
王
朝
は
参
考
と
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
事
柄
を
そ
の
ま
ま
記
載
し
た
こ
と
、
当
代
に
つ
い
て
は
本

来
中
央
の
史
官
の
仕
事
で
あ
る
が
、
志
書
と
し
て
完
全
と
す
る
た

め
に
記
載
し
た
こ
と
、
た
だ
史
書
と
の
兼
ね
合
い
を
避
け
る
た
め

に
特
別
に
項
目
立
て
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
宋
代

（
一
七
五
）　
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念
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（
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分
冊
）

の
「
名
宦
」
は
純
粋
な
参
考
の
た
め
の
事
例
で
あ
り
、
特
に
記
載

自
体
を
自
作
し
た
り
は
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る）
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。

先
行
す
る
論
文
に
て
行
っ
た
検
討）
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を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
名

宦
」
の
特
徴
を
概
観
す
る
。『
万
暦
杭
州
府
志
』
の
「
名
宦　

宋
」
は
、『
成
化
杭
州
府
志
』
か
ら
の
流
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
。

そ
し
て
、
凡
例
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
杭
州
の
上
級
地
方

官
や
下
部
の
属
官
・
県
令
な
ど
の
記
載
を
拡
充
し
、『
成
化
杭
州

府
志
』
で
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
完
成
を
目
指
し
て
い
る
。

「
名
宦
」
の
宋
代
に
関
す
る
項
目
は
、
そ
れ
ま
で
の
地
方
志
で
は

お
お
む
ね
一
巻
に
留
ま
っ
て
い
た
の
が
四
巻
に
増
大
し
、
巻
六
一

「
名
宦
一 

累
朝
会
治
諸
職
」
か
ら
始
ま
り
、
巻
六
三
「
名
宦
三 

累
代
国
朝
郡
職
学
職
」、
巻
六
四
「
名
宦
四 
累
代
国
朝
邑
長
吏
附

学
職
」、
巻
六
五
「
名
宦
五 

諸
幕
職
邑
佐
武
職
附
雑
伝
」
と
な
っ

て
い
る
。
全
体
で
は
『
成
化
杭
州
府
志
』
の
二
倍
半
に
あ
た
る
一

六
九
件
の
治
績
記
載
が
存
在
す
る
。
こ
ち
ら
も
人
物
単
位
で
記
載

が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
重
複
は
な
い
。
記
載
内
容
の
特
徴
に
つ
い

て
は
、
字
と
出
身
地
を
優
先
し
て
書
く
こ
と
で
一
応
の
体
裁
を

作
っ
て
い
る
こ
と
の
他
、『
成
化
杭
州
府
志
』
と
重
な
る
部
分
は

概
ね
同
一
だ
が
、
比
較
的
長
い
説
明
に
つ
い
て
は
、「
具
事
紀

中
」
と
い
う
形
で
省
略
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
各
巻
ご
と
の
特
徴
を
見
て
み
る
。
巻
六
一
「
名
宦
一 

累
朝
会
治
諸
職
」
に
は
、
凡
例
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
関

連
す
る
上
級
官
職
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
江
浙
制
置
使
か
ら
両
浙

兵
馬
副
都
監
ま
で
、
一
六
種
の
役
職
ご
と
に
、
合
計
六
六
件
の
治

績
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
は
、

先
行
す
る
地
方
志
に
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
内
容
で
あ
り
、『
宋
史
』

あ
る
い
は
『
大
明
一
統
志
』
そ
し
て
『
姑
蘇
志
』
な
ど
を
引
用
す

る
形
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
巻
六
三
「
名
宦
三 

累
代
国
朝
郡
職
学
職
」
は
、
こ
れ

ま
で
の
「
牧
守
」
項
目
の
記
載
に
、
漕
判
そ
し
て
儒
学
教
授
と
い

う
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
を
加
え
て
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら

に
は
合
計
五
四
件
の
治
績
記
載
が
あ
る
が
、「
牧
守
」
項
目
部
分

に
限
定
し
『
成
化
杭
州
府
志
』
と
比
較
し
て
人
物
の
出
入
り
を
見

て
み
る
と
、『
万
暦
杭
州
府
志
』
に
の
み
存
在
す
る
の
は
計
一
〇

名
、
逆
に
存
在
し
な
い
の
は
計
一
六
名
で
あ
る
。
存
在
し
な
い
一

六
名
は
大
半
が
「
雑
伝
」
に
鞍
替
え
し
た
も
の
で
あ
り
、
存
在
す

る
一
〇
名
は
、『
乾
道
臨
安
志
』
で
存
在
し
て
い
た
者
（
鄭
獬
・

沈
起
・
楊
繪）

46
（

）、
南
宋
期
に
補
充
さ
れ
た
者
（
呉
芾
・
周
淙
・
趙

与
懽
・
馬
光
祖
・
李
芾
）、
不
明
（
胡
則）

47
（

・
張
若
谷
）
と
い
う
よ

う
に
分
類
で
き
る
。
南
宋
初
期
の
地
方
官
が
多
く
「
雑
伝
」
に
ま

わ
り
、
後
期
に
補
充
が
為
さ
れ
た
状
況
は
、『
咸
淳
臨
安
志
』
の

記
載
に
対
す
る
整
理
と
評
価
が
行
わ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
、

（
一
七
六
）　
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漕
判
（
四
名
）、
儒
学
教
授
（
二
名
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
名
ず
つ

を
除
き
、
新
た
に
記
載
さ
れ
た
者
た
ち
で
あ
る
。

巻
六
四
「
名
宦
四 

累
代
国
朝
邑
長
吏
附
学
職
」
は
、
嘗
て
の

「
県
令
」
項
目
に
あ
た
る
が
、
県
ご
と
の
分
類
を
せ
ず
、
各
王
朝

内
の
時
間
に
よ
っ
て
配
列
を
行
っ
て
い
る
。
銭
塘
・
仁
和
の
二
県

の
県
令
に
当
た
る
者
た
ち
が
合
計
九
件
あ
り
、『
成
化
杭
州
府

志
』
と
比
較
し
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た
の
は
五
名
、
存
在
し
な
い

の
は
三
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
新
た
に
加
え
ら
れ
た
知
銭
塘
県

の
沈
菊
山
は
、
姓
名
す
ら
不
明
と
い
う
状
況
な
が
ら
、
朱
熹
が
挽

詩
を
書
い
た
こ
と
を
治
績
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
例

に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
比
較
的
治
績
の
内
容
が
少
な
く
、
選
ば

れ
た
理
由
が
不
明
確
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

巻
六
五
「
名
宦
五 

諸
幕
職
邑
佐
武
職
附
雑
伝
」
は
、
州
県
以

外
の
役
所
に
仕
え
た
「
諸
幕
職
」、
県
の
副
官
で
あ
る
「
邑
佐
」

そ
し
て
「
雑
伝
」
を
含
ん
で
い
る
。「
諸
幕
職
」（
九
名
）
は
、
既

に
述
べ
た
巻
六
一
「
名
宦
一 

累
朝
会
治
諸
職
」
同
様
に
新
た
に

書
き
加
え
ら
れ
た
人
物
た
ち
で
あ
る
。「
邑
佐
」（
二
名
）
は
巻
六

四
「
名
宦
四 

累
代
国
朝
邑
長
吏
附
学
職
」
に
近
い
記
載
過
程
が

想
像
さ
れ
る
。「
雑
伝
」（
一
九
名
）
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
問

題
が
あ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
「
名
宦
」
に
同
時
に
記
載
で
き
な
い
者

た
ち
を
収
録
し
て
い
る
。
大
半
の
者
が
、『
成
化
杭
州
府
志
』
あ

る
い
は
『
咸
淳
臨
安
志
』
に
て
既
に
記
載
の
あ
る
者
で
あ
り
、
新

た
に
加
え
ら
れ
た
の
は
三
名
（
姚
鉉
・
張
俊
・
謝
深
甫
）
の
み
で

あ
る
。
大
半
の
理
由
は
『
宋
史
』
の
評
価
が
悪
い
、
ま
た
は
『
宋

史
』
に
治
績
内
容
と
矛
盾
す
る
記
載
が
あ
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
は
『
宋
史
』
の
評
価
基
準
に
従
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

言
え
る
。

以
上
の
結
果
を
踏
ま
え
、
陳
善
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
を
検
討
す
る
。

陳
善
の
コ
メ
ン
ト
は
全
体
で
八
五
件
あ
り
、
既
に
述
べ
た
全
体
数

か
ら
み
て
ほ
ぼ
半
分
に
あ
た
る
。
軍
事
関
係
者
な
ど
、
コ
メ
ン
ト

さ
れ
る
割
合
が
少
な
い
役
職
が
あ
る
が
、
概
し
て
巻
内
の
五
割
程

度
の
事
蹟
を
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
コ
メ
ン
ト
さ
れ
る
対
象
は

北
宋
よ
り
も
南
宋
が
多
い
が
、
こ
れ
は
『
万
暦
杭
州
府
志
』
に
新

た
に
記
載
さ
れ
た
南
宋
の
治
績
が
多
く
、
そ
の
記
載
理
由
を
説
明

す
る
目
的
で
も
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
前
に
陳
善
の
「
事
紀
」
に

対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
見
た
よ
う
に
、
南
宋
を
陳
善
が
問
題
と
し
て

い
る
こ
と
、
な
ど
が
背
景
に
あ
る
。

陳
善
の
宋
代
に
対
す
る
問
題
意
識
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
南

宋
を
失
敗
王
朝
と
し
て
反
省
材
料
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
地
方
官

と
し
て
の
参
考
と
す
る
こ
と
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
新
た

に
加
え
ら
れ
た
路
官
（
宋
代
の
州
県
官
の
上
位
に
あ
る
区
分
）
に

お
い
て
も
、
そ
の
視
座
は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。
転
運
使

（
一
七
七
）　
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（
財
政
）、
提
点
刑
獄
（
治
安
監
察
）、
提
挙
常
平
（
民
政
）
の
主

要
行
政
三
方
面
に
あ
ま
り
偏
り
な
く
附
し
て
い
る
の
は
そ
の
表
れ

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
制
置
使
や
安
撫
使
な
ど
、
軍
事
部

門
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
コ
メ
ン
ト
を
附
し
て
い
な
い
。

善
曰
く
、「
古
え
よ
り
将
は
だ
い
た
い
平
時
は
多
く
兵
士
か

ら
搾
取
し
、
征
討
す
れ
ば
金
蔵
を
強
盗
し
、
甚
だ
し
き
は
部

下
の
略
奪
に
利
あ
れ
ば
そ
の
利
を
共
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

淵
は
ひ
と
り
高
邁
公
正
廉
潔
で
、
国
に
殉
じ
る
忠
誠
を
自
ら

備
え
、
軍
人
の
名
声
を
得
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
惜
し

む
ら
く
は
内
侍
康
履
と
深
く
交
わ
り
、
逆
臣
の
嫉
忌
を
招
い

て
、
身
を
滅
ぼ
す
禍
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
交
際
に
明
る

い
こ
と
は
、
も
と
よ
り
甲
冑
の
士
の
短
所
な
の
で
あ
ろ
う

か
。）

48
（

」

冒
頭
に
あ
る
王
淵
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
も
、
彼
が
最
後
は
身
を

滅
ぼ
し
た
こ
と
、
そ
し
て
処
身
術
が
「
介
冑
之
士
所
短
也
」
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
武
人
・
軍
事
に
対
し
、
陳
善
が
あ
ま
り
評
価

を
し
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
一
方
、
彼
を
評
価
し
て
い

る
要
素
の
「
廉
」
に
つ
い
て
は
、
地
方
官
に
対
す
る
大
き
な
評
価

要
素
と
し
て
、
極
め
て
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で

あ
る
。善

曰
く
、「
周
渭
は
浙
に
あ
っ
て
、
そ
の
治
績
は
見
当
た
ら

な
い
。
だ
が
死
後
は
貧
し
く
て
葬
儀
が
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
の
は
、
実
入
り
豊
か
な
地
に
あ
っ
て
自
分
の
利
益
を
図
ら

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
真
の
廉
吏
で
あ
る
。
故
に

記
載
し
た
。）

49
（

」

治
績
内
容
が
な
い
周
渭
に
つ
い
て
、「
廉
吏
」
で
あ
ろ
う
と
推
測

し
て
こ
れ
を
記
載
し
て
い
る
。
こ
れ
以
後
の
「
名
宦
」
に
は
、
周

渭
同
様
に
治
績
が
な
く
「
廉
」
で
あ
る
だ
け
で
記
載
さ
れ
て
い
る

人
物
が
一
定
数
見
ら
れ
、
ま
た
知
州
の
李
及
（
清
廉
で
名
高
く
、

在
任
中
に
公
金
・
俸
給
で
私
物
を
購
入
し
な
か
っ
た
が
、『
白
氏

文
集
』
だ
け
購
入
し
た
こ
と
を
終
生
の
後
悔
と
し
た
）
に
つ
い
て
、

既
に
「
事
紀
」
に
て
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
名
宦
」
で
も
そ
の
意
義
を
解
説
す
る
コ
メ
ン
ト
を
書
い
て
い
る

こ
と
を
併
せ
て
も
、
陳
善
に
と
っ
て
「
廉
」
が
重
要
な
地
方
官
の

要
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

陳
善
の
評
価
要
素
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、
朱
熹
ら
道
学
の
関
係

者
を
重
ん
じ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
凡
例
に
「
朱
子
綱
目
」
を
体

例
に
す
る
旨
の
文
章
が
あ
る
こ
と
、
概
観
に
て
前
述
し
た
沈
菊
山

（
一
七
八
）　
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の
例
、
あ
る
い
は
知
臨
安
府
の
李
椿
に
も
朱
熹
の
文
の
引
用
が
あ

る
こ
と
を
併
せ
る
と
、
朱
熹
を
重
視
す
る
方
向
性
が
あ
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
国
学
で
あ
る
朱
熹
の
学
に
つ
い
て
、
宋
代
に
そ

の
ル
ー
ツ
の
根
拠
を
見
出
す
こ
と
を
陳
善
は
重
ん
じ
て
お
り
、

「
名
宦
」
の
項
目
で
も
、
そ
れ
を
評
価
し
た
人
選
が
行
わ
れ
て
い

る
。

善
曰
く
、「
爚
は
晦
庵
（
朱
熹
）
の
四
書
を
備
え
て
講
義
を

行
う
よ
う
上
表
し
、
道
を
護
っ
た
功
績
は
大
で
あ
る
。
ま
た

民
に
恵
み
を
施
し
、
そ
の
浙
右
で
の
業
績
は
顕
著
で
あ
る
。

口
先
の
教
え
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。）

50
（

」

こ
こ
で
は
、
朱
熹
の
書
を
配
備
さ
せ
た
劉
爚
を
「
衛
道
の
功
大
」

で
あ
る
と
称
賛
し
て
い
る
。
道
学
と
の
関
連
（
振
興
と
関
連
し
な

い
も
の
も
含
む
）
を
治
績
と
し
て
評
価
す
る
の
は
、
明
代
後
期
に

見
ら
れ
た
道
学
の
原
理
・
朱
子
へ
の
回
帰
運
動
の
表
れ
と
も
見
て

取
れ
る）

51
（

。
ま
た
、
学
官
（
儒
学
教
授
）
な
ど
の
言
及
が
少
な
い
の

と
釣
り
合
い
を
保
と
う
と
し
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、「
提
点
刑
獄
」
の
項
目
の
後
半
が
、
南
宋
末
期
に
集

中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
陳
善
が
宋
代
末
期
の
治
安
維
持
に
関

心
を
強
く
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

善
曰
く
、「
宋
の
末
期
は
国
勢
は
既
に
危
う
く
、
民
心
の
強

固
さ
に
頼
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
ご
ろ
の
首
都
近
辺
に

着
任
し
た
官
僚
は
、
多
く
が
豪
猾
を
退
け
、
斉
民
を
助
け
る

こ
と
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
実
に
国
脈
を
し
ば
ら
く
延
ば

す
一
助
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
胡
穎
の
盜
賊
追
捕
で
親
王
を

忌
避
し
な
か
っ
た
こ
と
、
陳
塤
の
悪
人
を
懲
ら
し
め
て
時
の

宰
相
に
逆
ら
う
な
ど
は
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
は
皆
古

え
の
雲
司
が
法
を
執
行
す
る
風
情
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
社
稷

の
役
目
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
か
。）

52
（

」

陳
塤
の
宰
相
の
係
累
と
い
え
ど
も
恐
れ
な
い
取
り
締
ま
り
を
「
暫

延
国
脉
之
一
助
」
と
し
て
い
る
。
既
に
み
た
よ
う
に
、
陳
善
に

と
っ
て
南
宋
は
失
敗
国
家
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
国
脈
を
維
持
し
た

の
は
、
こ
の
よ
う
な
豪
強
を
恐
れ
な
い
治
安
維
持
で
あ
っ
た
と
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
先
ほ
ど
の
「
廉
」
と
併
せ
、
地
方
官
の
秩
序

維
持
を
国
を
助
け
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
明
代
後
期
の
「
民
心
」
に
対
す
る
注
目
に
お
そ
ら
く
重
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

知
州
の
項
目
で
は
、
北
宋
期
の
新
出
で
は
な
い
地
方
官
へ
の
コ

メ
ン
ト
が
注
目
さ
れ
る
。

（
一
七
九
）　
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善
曰
く
、「
范
公
の
言
に
曰
く
、『
先
に
天
下
を
し
て
憂
い
、

後
に
天
下
を
し
て
楽
し
む
』
と
。
こ
の
憂
う
楽
し
む
は
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
理
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
民
の
飢
饉
に
際
し

宴
遊
す
る
こ
と
を
惜
し
ま
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
救
済
す
る
と

い
う
の
は
、
楽
し
み
を
行
う
の
に
交
え
て
、
誠
に
懇
懇
と
民

を
憂
え
る
心
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
先

憂
後
楽
の
意
義
で
あ
る
。
ど
う
し
て
潘
孟
陽
（
国
や
仕
事

そ
っ
ち
の
け
で
宴
遊
に
励
ん
だ
）
な
ど
と
同
日
に
語
れ
よ
う

か
。）

53
（

」

范
仲
淹
の
有
名
な
「
宴
会
な
ど
で
経
済
を
動
か
し
飢
饉
を
救
っ

た
」
治
績
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
范
仲
淹
も
含
め
、

北
宋
期
の
治
績
は
『
咸
淳
臨
安
志
』
な
ど
先
行
す
る
地
方
志
に
既

に
記
載
さ
れ
た
も
の
が
一
般
的
で
、
改
め
て
記
載
理
由
を
説
明
す

る
必
要
は
少
な
い
。
そ
れ
に
対
し
改
め
て
解
説
を
行
い
コ
メ
ン
ト

を
附
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
北
宋
期
の
治
績
を
地
方
官
の
参
考
と
し

て
高
く
評
価
す
る
た
め
で
あ
り
、
南
宋
の
治
績
に
対
す
る
視
座

（
例
え
ば
李
椿
の
業
績
に
対
す
る
「
淳
熙
を
し
て
慶
暦
の
治
に
近

づ
か
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か）
54
（

」
と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
な
ど
）
と
比

べ
る
と
、
北
宋
期
の
治
績
に
は
手
放
し
の
尊
敬
と
礼
賛
が
見
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
既
に
述
べ
た
道
学
尊
重
に
由
来
し
、
さ
ら
に
は
朱

熹
『
五
朝
名
臣
言
行
録
』
の
評
価
態
度
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

知
県
・
県
官
級
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
『
万
暦
杭
州
府
志
』

に
至
る
ま
で
、
あ
ま
り
記
載
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
背
景
に
は

元
々
の
言
及
が
少
な
い
こ
と
、
そ
し
て
資
料
調
査
の
難
し
さ
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
明
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
県
志
が
全
国

的
に
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
、
そ
の
問
題
を
あ
る
程
度
解
消
し
た
と

思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
元
々
の
内
容
が
薄
い
た
め
選
抜
す
る
の

が
難
し
く
、
か
と
い
っ
て
掲
載
し
な
い
の
で
は
、
地
域
の
「
統
治

の
象
徴
」
が
描
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
陳
善
を
し
て
悩
ま

せ
た
よ
う
だ
。

善
曰
く
、「
洙
の
県
に
お
け
る
政
治
は
、
記
載
の
比
較
根
拠

が
な
い
。
咸
淳
志
の
記
載
も
僅
か
に
こ
れ
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

た
だ
、
三
人
は
共
に
一
時
の
名
賢
で
あ
り
、
軽
々
し
く
認
可

を
与
え
て
推
薦
し
た
り
は
し
な
い
。
洙
は
仕
官
・
学
問
と
も

に
優
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
、
名
宦
の
籍
か
ら
敢
え
て

外
さ
ず
、
置
く
こ
と
に
す
る
。）

55
（

」

孫
洙
の
治
績
を
史
料
に
見
い
だ
せ
ず
、
先
行
す
る
『
咸
淳
臨
安

志
』
か
ら
記
載
を
引
い
て
き
た
も
の
の
、「
推
薦
し
た
三
人
（
欧

（
一
八
〇
）　
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陽
脩
、
包
拯
、
呉
奎
）
は
名
賢
だ
か
ら
」
た
ぶ
ん
大
丈
夫
だ
ろ
う
、

と
い
う
判
断
を
し
て
掲
載
し
て
い
る
。「
名
宦
之
籍
不
敢
舍
」
と

い
う
語
句
に
、
陳
善
の
苦
慮
が
窺
え
る
。

最
後
に
、
こ
の
『
万
暦
杭
州
府
志
』
独
特
の
項
目
で
あ
る
「
雑

伝
」
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
行
う
。
既
に
概
観
で
簡
単

に
述
べ
た
が
、
そ
れ
ま
で
「
名
宦
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
人

物
の
中
で
、
経
歴
や
道
徳
に
お
け
る
汚
点
、
あ
る
い
は
事
蹟
へ
の

疑
問
等
が
あ
っ
て
、
手
放
し
で
称
賛
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
た
人

物
を
置
く
場
所
と
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、「
名
宦
」
の
中
で

も
、
陳
善
の
認
識
が
あ
る
意
味
最
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
部
分
と

言
え
る
。〔
表
3
〕
に
こ
の
「
雑
伝
」
の
み
、
全
て
の
事
例
を
掲

載
し
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
掲
載
さ
れ
た
人
物
た
ち
は
、
地
方
官

の
時
期
に
失
敗
・
罪
を
受
け
た
人
々
（
姚
鉉
、
呂
溱
、
戚
綸
、
孫

沔
、
葉
夢
得
）、
事
蹟
が
不
明
・
治
績
と
認
め
が
た
い
人
（々
朱
巽
、

蒲
宗
孟
、
劉
誨
、
宋
輝
、
盧
知
原
、
王
喚
、
銭
端
禮
、
薛
良
朋
、

胡
与
可
）、
そ
し
て
奸
人
と
結
び
付
い
て
道
徳
的
に
問
題
で
あ
っ

た
人
々
（
張
康
国
、
張
俊
、
梁
汝
嘉
、
謝
深
甫
、
潜
説
友
）
と
に

分
割
で
き
る
。

失
敗
・
罪
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
、
孫
沔
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
彼

に
は
コ
メ
ン
ト
は
附
さ
れ
て
な
い
が
、「
事
紀
」
及
び
知
州
の
沈

文
通）

56
（

の
項
目
に
、
彼
を
批
判
し
な
ぜ
「
雑
伝
」
に
置
い
た
か
が
説

明
さ
れ
て
い
る
。

善
曰
く
、「
論
語
に
は
、『
君
子
は
惟
だ
能
く
身
を
立
て
る
の

み
』
と
あ
り
、
そ
の
後
に
国
を
た
す
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
史
書
（
宋
史
）
に
よ
る
と
、「
沔
は
官
に
あ
っ
て

才
能
の
評
判
高
く
、
剛
直
で
ほ
と
ん
ど
憚
ら
な
か
っ
た
。
し

か
し
宴
遊
女
色
を
喜
び
、
そ
の
た
め
に
途
中
で
だ
め
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
。
こ
の
経
歴
を
み
る
と
、
官
僚
・
地

方
官
に
て
う
ち
た
て
た
信
頼
は
実
に
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
自
ら
慎
む
こ
と
が
で
き
ず
、
遂
に
人
生
か
ら
も

そ
れ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
何
と
言
え
ば
よ
い
の
か
。

（
大
明
）
一
統
志
は
「
名
宦
」
に
列
し
た
が
、
そ
れ
は
優
れ

た
才
能
を
評
価
し
た
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
優
れ
た
輝
き

も
瑕
を
覆
う
に
は
不
足
な
の
で
あ
る
。）

57
（

」

善
曰
く
、「
文
通
の
政
治
は
、
民
を
守
る
志
が
行
き
過
ぎ
て

し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
言
行
を
見
る
に
、
高
邁

さ
が
吏
才
を
上
回
っ
て
し
ま
い
、
計
画
し
た
も
の
の
多
く
が

企
画
を
は
み
出
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
は
法
を
守
ら
な
い
民
を

入
墨
し
て
軍
卒
に
し
た
の
は
、
古
の
「
毛
摯
の
政
」（
漢
代

の
張
湯
ら
に
よ
る
厳
格
な
法
の
適
用
の
比
喩
）
に
近
い
。
当

（
一
八
一
）　
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時
は
孫
元
規
（
沔
）
と
並
び
為
さ
れ
、
毀
誉
褒
貶
も
釣
り

合
っ
て
い
た
。
然
る
に
、
元
規
は
己
を
正
す
こ
と
が
で
き
ず

に
蔑
み
を
受
け
、
文
通
は
特
に
指
弾
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
こ
れ
が
二
守
の
違
い
を
分
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。）

58
（

」

前
者
は
孫
沔
の
身
持
ち
の
悪
さ
を
痛
烈
に
批
判
し
、
後
者
は
沈
文

通
と
比
較
の
上
で
、
道
徳
的
な
傷
の
有
無
を
そ
の
差
で
あ
る
と
す

る
。
既
に
陳
善
が
「
廉
」「
秩
序
維
持
」
を
重
ん
じ
る
こ
と
を
述

べ
た
が
、
こ
の
項
目
で
は
、
た
と
え
「
名
宦
」
に
値
す
る
治
績
を

持
っ
て
い
て
も
、
道
徳
面
で
問
題
の
あ
る
人
物
は
批
判
し
「
名

宦
」
か
ら
外
す
と
い
う
、
陳
善
の
厳
格
さ
を
表
し
て
い
る
の
で
あ

る
。治

績
と
認
め
が
た
い
グ
ル
ー
プ
で
は
、
南
宋
期
の
知
臨
安
府
の

人
々
（
劉
誨
、
宋
輝
、
盧
知
原
、
王
喚
、
銭
端
禮
、
薛
良
朋
、
胡

与
可
）
が
特
徴
的
で
あ
る
。
彼
ら
は
一
見
治
績
と
思
え
る
内
容
を

持
つ
者
も
多
い
が
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
南
宋
の
政
治
に
批
判
的

な
陳
善
の
視
座
か
ら
は
、
そ
の
効
果
が
本
当
に
地
方
統
治
と
し
て

成
果
を
挙
げ
た
の
か
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
劉
晦

と
薛
良
朋
・
胡
与
可
に
つ
い
て
は
、
記
録
が
混
乱
し
て
い
て
当
人

の
事
蹟
と
は
確
定
で
き
ず
、
宋
輝
と
盧
知
原
に
つ
い
て
は
、
本
来

首
都
回
復
の
た
め
の
兵
士
や
財
源
を
民
政
の
た
め
に
削
減
・
転
用

し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
銭
端
禮
の
場
合
は
会
子
（
紙

幣
）
の
シ
ス
テ
ム
を
発
案
し
た
の
は
財
政
の
一
時
し
の
ぎ
に
す
ぎ

な
い
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
王
喚
に
つ
い
て
は
、
陳
善
が
一
貫
し

て
主
張
し
て
き
た
問
題
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

善
曰
く
、「
囹
圄
（
牢
獄
）
が
空
虛
で
あ
る
こ
と
は
、
古
今

の
美
事
で
あ
る
。
た
だ
（
周
の
）
成
（
王
）
と
康
（
王
）、

（
漢
の
）
文
（
帝
）
と
景
（
帝
）
だ
け
が
そ
れ
に
近
づ
く
こ

と
が
で
き
た
。
宋
も
末
期
に
は
（
獄
空
が
）
往
往
に
し
て
見

ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
怪
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
世
が
衰
え

法
が
緩
み
、
牢
獄
か
ら
出
て
し
ま
う
者
が
多
い
こ
と
を
記
載

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
で
な
け
れ
ば
膠
東
の
戸
口
の
よ
う
に

い
い
加
減
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
ば
ら
く
記
録
に
と
ど
め
、

疑
い
の
も
と
と
す
る
。）

59
（

」

既
に
「
事
紀
」
の
項
目
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
南
宋
の
民
政
に
見

ら
れ
る
虚
飾
を
陳
善
は
痛
烈
に
批
判
し
て
い
た
が
、
こ
の
王
喚
の

治
績
と
し
て
語
ら
れ
る
「
獄
空
」
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と

「
疑
わ
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
陳
善
に
と
っ
て
、
南
宋
の
民
政

は
疑
い
の
目
を
も
っ
て
見
ら
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
奸
人
と
結
び
付
い
た
グ
ル
ー
プ
は
、
先
行
す
る
地
方
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志
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
人
物
を
含
み
、
ま
た
そ
れ
ま

で
も
決
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て
い
な
い
人
々
で
あ
る
こ
と
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
む
し
ろ
地
方
官
の
視
座
を
も
っ
た
陳
善
に
よ
り

結
果
的
に
再
評
価
さ
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

善
曰
く
、「
俊
は
南
宋
に
お
い
て
韓
（
世
忠
）、
劉
（
光
世
）、

宗
（
澤
）、
岳
（
飛
）
と
名
を
等
し
く
し
、
そ
の
他
の
功
績

は
も
ち
ろ
ん
、
浙
江
に
平
穏
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
輝
か
し

い
も
の
で
あ
り
、
一
時
の
良
将
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

然
る
に
そ
の
心
持
ち
は
よ
ろ
し
く
な
く
、
賊
檜
（
秦
檜
）
と

組
ん
で
和
議
に
賛
成
し
、
武
穆
（
岳
飛
）
を
冤
罪
で
死
な
せ

る
に
至
っ
た
。
そ
の
節
義
は
堕
落
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
に

何
を
論
じ
よ
と
い
う
の
か
。
私
は
こ
れ
を
「
雑
伝
」
に
て
記

載
す
る
。）

60
（

」

善
曰
く
、「
深
甫
は
早
く
か
ら
名
吏
の
誉
れ
高
く
、
提
挙
常

平
と
な
っ
て
、
荒
政
に
尽
力
し
て
全
活
し
た
人
々
は
非
常
に

多
か
っ
た
。
一
時
は
そ
の
首
都
知
事
と
し
て
の
治
績
を
称
賛

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
記
載
に
は
見
え
な
い
も
の
の
、
光
宗

の
下
し
た
諭
を
み
れ
ば
、
そ
の
行
政
の
優
れ
て
い
た
こ
と
は

推
し
て
知
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は
（
韓
）
侂

冑
に
追
従
し
て
正
し
い
人
を
攻
撃
し
、
偽
学
の
禁
は
陳
永
嘉

（
傅
良
）、
趙
忠
定
（
汝
愚
）
ら
を
仇
と
す
る
に
至
っ
た
。
そ

の
余
の
功
績
を
差
し
引
き
す
る
と
ほ
と
ん
ど
残
ら
な
い
。
深

甫
は
不
純
の
臣
下
で
、
特
に
巧
み
だ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。）

61
（

」

張
俊
は
南
宋
後
期
に
は
既
に
秦
檜
の
与
党
と
し
て
悪
評
が
確
定
し
、

謝
深
甫
も
慶
元
党
禁
の
主
導
者
の
一
人
と
し
て
道
学
公
認
後
は
一

貫
し
て
非
難
さ
れ
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
本
来
、
こ
こ
ま
で
見
て

き
た
陳
善
の
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
、「
名
宦
」
に
選
抜
さ
れ
る
こ

と
は
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
両
者
と
も
に
コ
メ
ン
ト
の
冒

頭
に
、
陳
善
が
そ
の
評
価
す
べ
き
点
を
述
べ
て
、
そ
れ
を
後
半
で

「
論
ず
る
に
値
し
な
い
」「
功
績
と
差
し
引
き
す
る
と
ほ
と
ん
ど
残

ら
な
い
」
と
崩
す
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
陳
善
の
価
値

観
で
あ
る
、
地
方
官
と
し
て
の
業
績
を
正
し
く
評
価
す
る
と
い
う

も
の
と
、
道
徳
的
問
題
を
許
さ
な
い
と
い
う
、
二
つ
の
側
面
が
衝

突
し
て
成
立
し
た
治
績
・
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
雑
伝
」
の
最
後
に
記
さ
れ
た
の
が
、「
奸
臣
良
史
を
残

す
」
と
さ
れ
、
陳
善
も
全
般
的
に
参
照
し
て
い
る
『
咸
淳
臨
安

志
』
の
編
者
・
潜
説
友
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
、『
万
暦
杭
州
府
志
』
の
宋
の
「
名
宦
」
に
対
す
る
、
編

者
・
陳
善
の
認
識
を
検
討
し
た
。
ま
と
め
る
と
、
拡
充
さ
せ
た
宋
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の
「
名
宦
」
に
対
し
、
陳
善
は
「
事
紀
」
で
示
し
た
、
南
宋
期
に

批
判
的
・
地
方
官
と
し
て
の
参
考
と
な
る
も
の
を
評
価
す
る
と
い

う
基
本
態
度
を
変
え
ず
に
評
価
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
陳

善
の
も
つ
「
廉
」
な
ど
の
道
徳
的
評
価
を
重
ん
じ
る
傾
向
が
よ
り

鮮
明
に
な
っ
て
お
り
、
人
物
評
価
も
そ
れ
に
従
っ
て
厳
格
に
な
っ

て
い
た
。
ま
た
、
南
宋
期
に
批
判
的
な
態
度
は
、
転
じ
て
北
宋
期

の
地
方
官
に
対
す
る
称
賛
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
南
宋
期

の
道
学
関
係
者
へ
の
重
視
と
も
結
び
付
い
て
い
た
。
陳
善
は
地
方

官
と
し
て
の
視
座
を
重
ん
じ
て
、
治
績
の
な
い
人
物
や
時
に
は
奸

人
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
っ
て
も
、
地
方
統
治
に
果
た
し
た
意
義
を

見
出
し
、
そ
れ
を
評
価
し
記
載
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
た
。
こ

れ
ら
の
特
徴
は
、
特
に
こ
の
地
方
志
の
特
徴
で
あ
る
「
雑
伝
」
に

明
確
に
表
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

『
万
暦
杭
州
府
志
』
を
考
察
す
る
端
緒
と
し
て
、
そ
の
編
者
・

陳
善
の
認
識
を
、
宋
代
と
そ
の
「
名
宦
」
に
お
い
て
検
討
し
た
。

そ
の
結
果
、
陳
善
が
宋
代
を
単
純
に
尊
敬
す
る
の
で
は
な
く
、
北

宋
は
尊
敬
し
南
宋
は
批
判
す
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
道
学

及
び
道
徳
的
基
準
を
人
物
評
価
で
は
重
視
し
て
い
た
こ
と
、
地
方

官
と
し
て
の
視
座
か
ら
治
績
を
評
価
し
て
い
た
こ
と
、
な
ど
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

『
万
暦
杭
州
府
志
』
以
前
の
杭
州
地
方
志
に
お
い
て
は
、
治
績

は
記
録
さ
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
、
時
間
的
に
配
列
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
杭
州
地
域
を
荘
厳
す
る
目
的
で
編
纂
さ

れ
た
『
咸
淳
臨
安
志
』
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
統
治

の
正
当
性
を
築
く
「
統
治
の
系
譜
」
を
編
み
あ
げ
る
こ
と
に
力
点

が
置
か
れ
て
い
た
。『
万
暦
杭
州
府
志
』
は
そ
れ
に
加
え
て
、
明

確
に
「
地
方
官
に
と
っ
て
の
参
考
」
と
す
る
目
的
を
示
し
、
そ
の

基
準
に
従
っ
て
記
載
を
選
択
・
追
加
し
、
ま
た
編
者
の
コ
メ
ン
ト

を
記
載
し
て
い
た
。
従
来
の
地
方
志
研
究
に
お
い
て
は
、
地
方
志

の
目
的
と
し
て
、
こ
の
「
地
方
官
の
参
考
と
す
る
」
こ
と
の
み
が

注
目
さ
れ
て
き
た）

62
（

が
、
今
回
の
検
討
か
ら
見
て
、
地
方
志
の
個
別

差
・
時
代
差
か
ら
そ
の
地
方
志
の
「
目
的
」
を
再
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、『
万
暦
杭
州
府
志
』
以
後
の
杭

州
地
方
志
で
は
、『
乾
隆
杭
州
府
志
』
に
お
い
て
、
再
び
杭
州
地

域
（
と
南
巡
を
行
っ
た
乾
隆
帝
）
を
荘
厳
す
る
必
要
か
ら
、
再
度

「
統
治
の
系
譜
」
作
成
に
重
心
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
地
方

官
の
参
考
」
と
し
て
の
側
面
が
低
下
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
裏
付

け
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

明
代
後
期
の
杭
州
に
お
い
て
、
な
ぜ
陳
善
は
宋
代
の
地
方
官
を

比
較
的
重
視
し
て
、
よ
り
詳
細
な
記
載
と
自
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
作
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成
し
た
の
か
。
今
回
の
分
析
の
範
囲
内
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
当

時
の
杭
州
に
お
い
て
、「
地
方
官
の
参
考
」
を
作
る
必
要
が
増
大

し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
陳
善
が
強
調
し
た
道
徳
的
評
価
、

治
安
と
秩
序
の
維
持
、
あ
る
い
は
南
宋
を
反
面
教
師
と
し
て
み
る

態
度
な
ど
、「
北
虜
南
倭
」
に
脅
か
さ
れ
、
ま
た
銀
の
流
入
に
よ

り
一
挙
に
消
費
社
会
化
し
た
浙
江
・
杭
州
地
域
に
お
い
て
、
社
会

変
動
が
著
し
く
、
そ
れ
に
対
応
す
る
知
識
を
過
去
の
地
方
統
治
の

歴
史
・
実
績
に
求
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

63
（

。
そ
れ
は
一
方
で
、

官
学
で
あ
る
朱
子
学
と
陽
明
学
の
対
立
の
も
と
で
、
陳
善
自
身
も

含
め
学
問
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
共
有
さ
れ
た
傾
向
で
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か）

64
（

。
今
回
の
限
定
さ
れ
た
分
析
に
お
い
て
は

推
論
を
で
ず
、
ま
た
『
万
暦
杭
州
府
志
』
は
万
暦
の
初
期
に
制
作

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
満
洲
族
の
登
場
な
ど
深
ま
る
明
末
の
混
乱

に
先
立
つ
時
期
で
あ
る
た
め
、
具
体
的
な
連
関
を
言
う
こ
と
は
難

し
い
が
、
地
方
志
の
記
載
が
そ
の
時
代
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と

は
確
実
で
あ
ろ
う
。

陳
善
は
あ
く
ま
で
「
国
朝
」、
明
王
朝
を
そ
の
地
方
志
編
纂
の

中
心
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
。『
万
暦
杭
州
府
志
』
と
そ
の
編

纂
の
背
景
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
明
代
に
対
す
る
陳
善
の
認
識

の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
を
行
い
、
よ
り
『
万
暦
杭
州
府

志
』
の
位
置
づ
け
を
総
合
的
に
理
解
し
、
明
代
後
期
に
お
け
る
地

方
志
編
纂
の
構
造
を
具
体
的
に
把
握
す
る
の
は
、
今
後
の
課
題
で

あ
る
。

註（1
）　

小
二
田
章
（
呉
承
翰
訳
）「「
近
世
」
由
来
之
基
：
従
宋
代
的

「
地
域
」、「
地
方
統
治
」
研
究
出
発
」（『
政
大
史
粋
（
台
湾
：
国
立

政
治
大
学
）』
二
五
期
、
二
〇
一
三
）
を
参
照
。

（
2
）　

小
二
田
章
「『
咸
淳
臨
安
志
』
の
位
置　

│
南
宋
末
期
杭
州
の

地
方
志
編
纂
」（『
中
国
│
社
会
と
文
化
』
二
八
号
、
二
〇
一
三
）

を
参
照
。

（
3
）　

小
二
田
章
「
方
志
と
地
域
│
杭
州
地
域
の
歴
代
地
方
志
「
官

績
」
項
目
を
例
に
」（『
史
滴
』
三
三
号
、
二
〇
一
一
）
を
参
照
。

（
4
）　

な
お
、
清
末
に
編
纂
が
企
画
さ
れ
て
民
国
期
に
入
っ
て
か
ら
編

纂
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
『
杭
州
府
志
稿
』
そ
し
て
『
民
国
杭
州
府

志
』
が
現
存
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
伝
統
王
朝
期
の
も
の
と
は
違
っ

た
編
纂
背
景
を
持
つ
た
め
、
こ
こ
で
は
含
め
な
い
。
こ
こ
で
挙
げ

た
杭
州
地
方
志
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
小
二
田
章
前
掲
「
方
志
と

地
域
」、
洪
煥
椿
『
浙
江
方
志
考
』（
杭
州
：
浙
江
人
民
出
版
社
、

一
九
八
四
）
を
参
照
。

（
5
）　

明
代
に
お
け
る
地
方
志
編
纂
に
つ
い
て
は
、
黄
葦
ほ
か
『
方
志

学
』（
上
海
：
復
旦
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
）
な
ど
の
「
方
志

学
」
の
議
論
が
存
在
し
て
い
る
。
た
だ
、
嘉
靖
年
間
以
降
地
方
志

の
出
版
が
大
幅
に
増
加
す
る
と
い
っ
た
、
時
代
と
し
て
の
概
括
に

留
ま
っ
て
お
り
、
個
別
の
地
方
志
の
編
纂
背
景
、
及
び
地
方
志
と

社
会
の
関
連
性
な
ど
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
言
及
が
少
な
い
。
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（
6
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
に
関
し
て
は
、
管
見
の
限
り
専
論
は
張
英

聘
氏
の
論
考
の
み
で
あ
る
。
張
氏
の
論
考
も
、「
方
志
学
」
の
立
場

か
ら
の
地
方
志
の
概
括
、
ま
た
「
人
物
」
記
載
の
概
括
的
理
解
に

留
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
総
合
的
分
析
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
張
英

聘
「
試
述
万
暦
杭
州
府
志
的
編
修
特
点
」（『
中
国
地
方
志
』
二
〇

〇
八
年
七
期
）、
同
「
万
暦
杭
州
府
志
人
物
記
述
之
特
点
」（『
故
宮

博
物
院
院
刊
（
北
京
）』
二
〇
〇
九
年
三
期
）
を
参
照
。

（
7
）　

た
だ
し
、
内
容
に
は
万
暦
三
十
八
年
（
一
六
〇
〇
）
ま
で
含
む

も
の
も
あ
り
、
一
旦
の
刊
行
後
も
、
編
纂
作
業
自
体
は
万
暦
年
間

の
中
ほ
ど
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
張
英
聘
前
掲

「
試
述
万
暦
杭
州
府
志
的
編
修
特
点
」
を
参
照
。

（
8
）　

こ
の
部
分
は
、『
中
国
地
方
志
総
目
提
要
』（
台
北
：
漢
美
図
書

有
限
公
司
、
一
九
九
六
）
の
林
正
秋
氏
に
よ
る
説
明
を
参
照
し
た
。

（
9
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
徐
栻
序
「
予
奉
璽
書
撫
浙
、
輙
繙
旧
志
視

成
務
、
猶
然
成
化
年
間
籍
也
。
文
献
不
徴
、
空
言
亡
補
、
孔
子
嘗

嘆
杞
宋
。
今
観
杭
志
文
献
謂
何
矣
。
西
湖
在
杭
之
礨
空
耳
。
能
文

者
志
其
遊
覧
、
又
志
其
餘
。
而
□
□
如
謂
□
吏
兹
土
者
之
責
、
且

欲
以
脩
憲
斉
政
、
酌
張
弛
之
中
」。
な
お
、
引
用
史
料
は
『
方
志
叢

書
』
本
、
国
会
図
書
館
蔵
本
の
二
種
に
て
対
校
を
行
っ
て
い
る
が
、

国
会
図
書
館
蔵
本
は
徐
栻
序
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
他
の
箇
所

に
比
べ
て
欠
字
を
埋
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
に
も
二
本

に
共
通
す
る
欠
字
が
あ
る
。

（
10
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
徐
栻
序
「
其
加
地
進
律
、
称
有
功
徳
于
民
、

則
又
今
之
所
謂
名
宦
也
」。

（
11
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
喬
因
阜
序
「
旧
志
載
藝
文
甚
衆
、
今
裁
取

其
関
大
體
者
、
諸
所
述
列
亦
多
簡
察
而
要
」。

（
12
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
喬
因
阜
序
「
而
越
中
之
志
為
尤
難
、
其
大

者
覈
徭
賦
」。

（
13
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
喬
因
阜
序
「
越
之
徭
賦
又
不
平
、
無
画
一

之
規
下
郡
県
。
郡
県
狃
故
事
、
終
靡
所
遵
定
、
而
聴
宿
猾
主
徴
。

…
詆
指
其
所
為
書
不
足
信
、
讙
譁
無
已
。
時
此
何
以
示
観
聴
哉
。

以
其
故
郡
県
志
率
廃
棄
不
挙
、
在
職
之
吏
無
所
攷
論
故
実
。
杭
志

闕
百
餘
年
、
迄
今
始
裁
定
綴
集
成
編
」。

（
14
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
陳
善
序
「
杭
為
天
下
名
郡
、
浙
兹
建
治
、

実
云
会
城
。
呉
越
開
鎮
、
南
宋
啓
都
、
山
川
形
勝
、
物
産
才
賢
、

視
他
郡
特
異
、
宜
有
文
献
、
以
彰
盛
美
。
而
郡
乗
弗
称
、
曠
且
百

年
、
識
者
病
焉
」。

（
15
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
陳
善
序
「
前
督
撫
常
熟
徐
公
、
深
憫
旧
編

脱
爛
、
図
惟
更
新
。
乃
謀
於
学
使
陝
右
喬
公
俾
興
是
役
、
而
先
郡

守
白
下
呉
公
、
今
郡
守
暦
下
劉
公
、
協
心
並
賛
、
楽
観
厥
成
。
諏

日
戒
期
責
成
於
僕
。
郡
公
委
幣
、
県
吏
具
飡
。
仍
選
諸
生
之
秀
者

与
共
校
讐
、
開
局
於
褒
忠
祠
。
諸
共
事
者
凡
十
二
人
、
始
竟
其
役

者
僅
五
人
。
綜
括
旧
文
、
証
以
伝
述
。
芟
繁
薙
穢
、
故
実
罔
遺
、

則
諸
生
之
力
為
多
。
若
国
朝
名
宦
人
物
、
及
全
編
中
諸
多
論
敘
、

此
為
僕
所
竊
取
者
、
不
敢
妄
也
。
又
以
郡
之
大
事
不
可
無
紀
、
爰

自
三
代
迄
元
洎
国
初
、
迄
今
諸
可
備
覧
鏡
者
各
彚
為
三
巻
、
編
年

則
凖
諸
春
秋
分
注
、
則
倣
於
綱
目
、
義
関
勧
戒
伝
備
信
疑
」。

（
16
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
陳
善
序
「
旧
志
輯
於
宋
咸
淳
者
潜
公
説
友
、

入
明
洪
武
間
則
徐
公
一
夔
、
成
化
間
則
夏
公
時
正
、
皆
巳
刊
布
。

惟
嘉
靖
中
孫
令
景
時
所
輯
武
林
文
献
諸
録
、
未
及
鋟
梓
」。

（
17
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
徐
栻
序
「
是
役
也
、
代
予
撫
者
、
涇
陽
李

公
、
成
安
呉
公
、
与
按
台
上
党
鮑
公
、
淄
川
王
公
、
鹺
台
益
都
房



『
万
暦
杭
州
府
志
』
初
探

一
八
七
（
一
八
七
）　

公
、
陟
県
李
公
、
作
興
文
献
、
共
成
曠
典
。
督
学
僉
事
耀
州
喬
君
、

実
奉
予
檄
、
而
偕
郡
守
擢
温
処
兵
憲
白
下
呉
君
与
今
守
済
上
劉
君
、

先
後
経
営
董
正
、
購
遺
書
、
網
旧
聞
、
以
便
攷
訂
。
而
会
計
工
費
、

役
取
其
人
之
宜
、
金
取
其
帑
之
羡
、
均
有
為
労
、
所
為
斐
然
。
成

章
總
而
□
之
、
則
郷
之
方
伯
敬
亭
陳
公
也
。
公
文
学
徳
行
声
燁
縉

紳
間
、
而
删
藻
其
辞
事
、
裒
益
其
義
例
、
可
名
外
史
。
諸
生
趙
観
、

方
可
立
、
楊
兆
坊
、
王
廸
吉
、
朱
履
、
陳
植
桂
、
張
璚
、
鄭
栻
、

孫
思
旦
、
沈
思
相
、
童
文
卿
、
俞
伯
臣
等
、
与
分
校
效
労
」。

（
18
）　

張
英
聘
前
掲
「
試
述
万
暦
杭
州
府
志
的
編
修
特
点
」
を
参
照
。

（
19
）　

小
二
田
章
前
掲
「
方
志
と
地
域
」
を
参
照
。

（
20
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
首
、「
凡
例
」「
故
采
摭
其
大
者
、
倣
朱

子
綱
目
編
年
義
例
、
備
載
於
篇
、
俾
覧
者
一
披
閲
之
考
」。

（
21
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
首
、「
凡
例
」「
杭
治
繋
藩
省
統
会
、
凡

一
切
臨
涖
上
官
、
倶
得
備
書
、
在
一
統
志
義
例
如
此
第
。
旧
志
有

統
治
寄
治
之
目
、
似
巧
為
区
別
。
今
以
其
皆
列
署
会
城
、
故
以
会

治
名
之
。
蓋
如
都
司
之
統
軍
政
以
衛
地
方
、
運
司
之
董
塩
莢
以
裕

財
用
。
固
不
得
以
寄
治
名
之
也
」。
及
び
「
旧
志
名
宦
於
守
令
、
則

自
漢
唐
以
来
備
加
紀
録
、
其
諸
司
則
僅
起
自
趙
宋
。
夫
以
為
不
当

列
、
則
宋
何
独
載
。
以
為
当
列
、
則
漢
唐
何
独
遺
。
又
如
宋
之
転

運
使
、
則
秪
據
一
統
志
、
収
陳
堯
佐
一
人
。
使
古
昔
名
賢
恵
加
斯

上
者
、
人
莫
知
所
仰
止
、
似
非
永
懐
蔽
芾
之
義
。
今
稽
覈
伝
記
、

凡
有
事
杭
土
不
論
職
守
異
同
、
但
著
有
功
徳
者
悉
加
紀
載
。
然
不

別
立
品
目
亦
以
会
治
名
之
、
以
其
皆
有
事
会
城
、
即
今
可
以
例
古

耳
」。

（
22
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
首
、「
凡
例
」「
雑
伝
所
列
有
三
。
其
一
、

行
事
雖
有
繋
于
玆
土
而
律
、
以
體
国
庇
民
之
誼
未
協
。
姑
録
之
、

以
備
稽
覈
。
如
殷
通
朱
買
臣
之
類
是
也
。
其
一
、
行
政
大
體
未
有

可
録
、
而
菫
菫
一
長
自
著
。
在
紀
述
取
善
之
博
、
亦
収
之
。
如
宰

鼉
朱
治
之
類
是
也
。
一
、
当
官
政
本
卓
異
、
而
或
有
為
為
害
、
或

臣
節
靡
終
、
或
士
節
不
立
。
則
降
而
菫
列
于
此
。
如
王
弘
祖
王
敬

則
梁
汝
嘉
之
類
是
也
」。

（
23
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
首
、「
凡
例
」「
旧
志
名
宦
人
物
、
止
具

地
里
官
名
、
於
地
方
無
所
建
樹
、
及
行
業
無
聞
于
郷
里
者
、
今
倶

不
録
」。

（
24
）　

台
湾
中
央
図
書
館
編
『
明
人
伝
記
資
料
索
引
』（
北
京
：
中
華

書
局
、
一
九
八
七
）
の
記
載
を
参
照
し
、
一
部
改
め
た
。

（
25
）　

陸
樹
声
「
雲
南
布
政
司
左
布
政
使
敬
亭
陳
公
墓
志
銘
」（
同

『
陸
文
定
公
集
』
巻
六
、「
記
銘
」）
参
照
。

（
26
）　

許
孚
遠
「
雲
南
布
政
使
陳
公
善
神
道
碑
」（
焦
竑
『
国
朝
献
徴

録
』
巻
一
〇
二
、「
雲
南 

布
政
使
」）
参
照
。

（
27
）　

徐
中
行
「
方
伯
陳
公
澂
江
祠
碑
」（『
天
目
集
』
巻
一
五
、「
状

碑
墓
表
」）
参
照
。

（
28
）　

過
庭
訓
『
本
朝
分
省
人
物
考
』
巻
四
三
、「
浙
江 

杭
州 

陳
善
」、

張
瀚
『
武
林
怡
老
会
詩
集
』
を
参
照
。
後
者
に
は
、
陳
善
（
数

え
）
七
六
歳
（『
万
暦
杭
州
府
志
』
編
纂
か
ら
九
年
後
の
万
暦
十
六

年
（
一
五
八
八
））
の
画
像
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
詩
集
に
は
陳
善

の
詩
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
詩
が
苦
手
だ
っ
た
か
、
既
に
老
衰

し
て
い
た
の
か
、
何
か
他
の
理
由
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
29
）　

趙
善
璙
『
自
警
編
』（
万
暦
元
年
江
西
刻
本
、
東
洋
文
庫
蔵
の

旧
北
平
図
書
館
蔵
本
影
印
本
）
の
徐
栻
序
、
陳
善
序
を
参
照
。
こ

の
こ
と
は
ま
た
、
陳
善
が
宋
代
の
地
方
行
政
に
関
心
を
深
く
持
っ

て
い
た
こ
と
、『
自
警
編
』（
宋
代
の
「
名
宦
」
に
関
す
る
記
載
を



一
八
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八
五
巻　

第
一-

三
号　

文
学
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創
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冊
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（
一
八
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多
数
含
む
）
を
通
じ
て
、
宋
代
の
「
名
宦
」
の
事
績
を
深
く
知
っ

て
い
た
こ
と
を
も
示
す
。

（
30
）　

陸
樹
声
前
掲
「
雲
南
布
政
司
左
布
政
使
敬
亭
陳
公
墓
志
銘
」
を

参
照
。

（
31
）　

陸
樹
声
前
掲
「
雲
南
布
政
司
左
布
政
使
敬
亭
陳
公
墓
志
銘
」

「
凡
閲
歳
志
成
、
然
精
力
坐
是
耗
矣
」。

（
32
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
一
、「
沿
革
」。
冒
頭
の
「
善
曰
、
余
作

郡
志
而
首
紀
沿
革
也
。
蓋
操
牘
屢
有
思
、
云
、
夫
杭
土
因
禹
著
称

旧
矣
。
乃
呉
越
時
不
列
上
国
、
隋
唐
以
降
始
建
郡
名
、
地
望
未
冠

絕
也
。
迨
銭
氏
開
国
、
趙
宋
徙
都
後
、
駸
広
拓
矣
。
迄
皇
明
則
奕

奕
為
首
藩
会
府
、
以
文
献
甲
壌
、
声
海
內
。
斯
涖
斯
産
者
、
有
不

興
矜
艷
之
心
者
乎
。
雖
然
土
地
視
昔
闢
矣
、
生
歯
視
昔
聚
矣
、
顧

世
代
遞
遷
治
忽
間
睹
、
葺
治
嫗
育
之
政
不
恒
得
、
則
殷
饒
蕃
殖
当

必
有
損
于
旧
者
。
循
名
稽
実
、
蓋
不
能
無
慨
焉
。
豈
惟
是
哉
。
廃

省
寡
而
増
置
多
、
声
称
侈
而
標
望
重
。
官
司
繇
簡
而
繁
、
賦
役
繇

損
而
益
。
氓
力
日
以
不
任
。
今
之
杭
既
非
昔
之
杭
矣
。
而
一
値
多

故
、
且
将
以
壌
沃
地
勝
、
起
窺
覬
之
心
、
不
猶
有
愯
然
可
懼
者
乎
。

君
子
思
保
境
衛
民
之
図
、
首
感
動
于
此
、
可
也
」
と
、
末
尾
の

「
善
曰
、
吾
杭
、
自
肇
服
以
来
代
有
沿
革
、
如
建
武
易
莽
所
更
周
嘉

上
書
求
分
置
、
皆
理
勢
所
趨
、
不
得
不
然
也
。
乃
武
照
僭
統
三
数

年
間
、
紛
紛
更
制
、
何
為
者
哉
。
夫
沿
者
因
其
所
当
、
因
革
者
革

其
所
不
得
不
革
。
是
故
王
者
定
制
貴
経
久
遠
、
非
有
大
故
、
毋
軽

変
易
。
要
在
省
事
息
民
、
与
天
下
相
安
於
無
事
耳
。
我
国
家
建
治

二
百
餘
年
、
郡
県
所
置
較
然
画
一
、
豈
非
万
世
之
今
軌
哉
」。

（
33
）　
『
嘉
靖
仁
和
県
志
』
巻
一
、「
官
衙
」。

（
34
）　

こ
の
こ
と
は
、
陳
善
の
人
物
に
関
す
る
記
載
が
、
明
代
が
常
に

最
多
に
な
る
こ
と
と
も
符
合
し
て
い
る
。
張
英
聘
前
掲
「
万
暦
杭

州
府
志
人
物
記
述
之
特
点
」
を
参
照
。

（
35
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
一
九
、「
風
俗
」「
善
曰
、
語
云
、
上
行

之
謂
風
、
下
靡
之
謂
俗
。
風
俗
媺
悪
因
世
汚
隆
、
所
謂
与
化
推
移

者
。
然
与
杭
俗
漸
濡
、
文
献
襲
称
彬
彬
、
而
游
惰
浮
靡
、
間
不
為

談
者
所
満
。
豈
殆
溺
于
積
習
然
哉
、
善
反
之
存
乎
」。

（
36
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
二
、「
事
紀
上　

夏
周
至
隋
」「
善
曰
、

郡
志
也
。
其
事
紀
何
。
紀
郡
事
也
。
然
則
夏
王
巡
狩
、
越
子
尋
盟
、

固
郡
事
乎
。
夫
乗
輿
至
其
地
、
則
書
。
兵
革
交
其
地
、
則
書
。
此

郡
志
之
常
矧
。
舍
航
登
陸
、
郡
以
之
名
、
潰
師
江
上
即
今
浙
水
、

臨
江
待
命
、
固
銭
唐
地
也
。
法
不
得
書
乎
。
凡
郡
事
足
為
勧
戒
者
、

則
書
。
郡
人
大
封
拝
有
関
国
家
者
、
則
書
。
郡
吏
之
賢
、
有
徳
可

述
、
有
政
可
紀
者
、
則
書
。
災
祥
在
於
境
内
、
則
書
。
如
会
稽
郡
、

呉
郡
、
呉
興
郡
、
雖
故
常
隷
杭
、
然
其
所
統
尚
広
、
難
槩
指
為
郡

事
。
以
故
牧
守
之
賢
者
秪
循
咸
淳
志
例
、
收
列
名
宦
。
而
此
不
槩

書
惟
語
涉
属
県
、
則
載
之
爾
。
故
唐
以
前
事
、
今
志
不
多
見
、
云
」。

（
37
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
四
、「
事
紀
下　

宋
元
」
の
「
帝
昞
祥
興

二
年
秋
九
月
…
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善
曰
、
宋
立
国
初

武
略
已
自
不
振
、
南
渡
之
後
遂
以
杭
為
帝
都
。
北
轅
之
惨
、
千
古

痛
心
、
此
正
卧
薪
嘗
膽
時
也
。
而
君
臣
溺
於
盤
荒
、
反
以
西
湖
為

逸
豫
之
地
。
豈
非
以
楽
滔
憂
者
哉
。
独
其
勤
恤
民
瘼
労
来
不
怠
、

蠲
租
釈
繫
之
令
毎
毎
見
之
。
此
如
豪
冶
之
子
既
以
縦
侈
敗
其
先
業
、

乃
日
烹
羊
擊
豕
以
犒
家
衆
。
非
不
可
以
暫
延
晷
刻
、
然
非
所
以
増

光
祖
徳
也
。
後
之
立
国
者
可
永
鑑
矣
」。

（
38
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
四
、「
事
紀
下　

宋
元
」
の
「〔
紹
興
〕

十
一
年
冬
十
一
月
…
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善
曰
、
武
穆



『
万
暦
杭
州
府
志
』
初
探

一
八
九
（
一
八
九
）　

鋭
志
恢
復
、
其
身
之
生
死
、
蓋
宋
所
繫
為
存
亡
者
也
。
宰
也
謀
而

隕
之
廷
、
卒
也
憤
而
瘞
之
野
。
忠
讒
相
去
、
何
如
哉
、
何
如
哉
」。

（
39
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
七
、「
国
朝
郡
事
紀
下　

嘉
靖
至
万
暦
」

の
「〔
今
上
皇
帝
万
暦
二
年
〕
秋
八
月
」
を
参
照
。

（
40
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
四
、「
事
紀
下　

宋
元
」
の
「〔
淳
熙
元

年
〕
冬
十
月
辛
巳
…
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善
曰
、
遇
災

恤
民
、
聖
世
仁
政
也
。
史
不
絶
書
、
善
可
知
矣
。
而
無
損
当
時
之

乱
、
何
哉
。
不
正
其
本
、
而
徒
末
之
務
故
耳
。
王
民
皞
皞
、
豈
待

賜
与
。
然
余
猶
幸
其
有
此
也
。
噫
」。

（
41
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
四
、「
事
紀
下　

宋
元
」
の
「〔
孝
宗
皇

帝
乾
道
二
年
春
正
月
〕
戊
寅
…
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善

曰
、
宋
室
諸
君
憫
念
獄
囚
如
此
。
斯
民
何
厚
幸
也
。
今
省
会
之
地
、

台
省
檄
府
県
拘
繫
者
日
数
至
焉
。
県
中
圜
扉
止
数
楹
、
更
復
湫
隘
、

每
一
室
疊
床
三
層
、
其
衆
可
知
也
。
於
此
不
足
則
收
之
羈
候
所
、

又
不
足
則
收
之
郵
亭
。
至
炎
月
、
穢
氣
鬱
蒸
、
醞
成
疫
痢
、
窮
民

饑
病
死
十
九
、
屍
出
獄
已
無
完
膚
。
仵
人
舁
至
漏
沢
園
、
悪
犬
聚

群
食
之
矣
。
噫
吁
、
獣
相
食
人
且
悪
之
、
忍
於
禽
獣
食
人
乎
。
予

故
備
録
、
於
此
使
有
官
君
子
覧
焉
」。

（
42
）　

呉
漫
『
明
代
宋
史
学
研
究
』（
北
京
：
人
民
出
版
社
、
二
〇
一

二
）
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
宋
代
を
参
考
に
す
る
と
い
う
考
え

方
は
、
明
の
嘉
靖
年
間
ご
ろ
か
ら
顕
著
に
な
り
、
そ
の
代
表
例
が

薛
応
旂
『
宋
元
通
鑑
』（
嘉
靖
四
十
五
年 

一
五
六
六
）
で
あ
る
と

い
う
。

（
43
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
五
、「
国
朝
郡
事
紀
上　

洪
武
至
天
順
」

の
巻
頭
「
善
曰
、
余
作
郡
事
、
紀
自
三
代
歴
宋
元
、
皆
據
事
直
書
、

彙
為
三
卷
。
蓋
以
寓
勧
戒
而
備
忽
忘
也
。
乃
皇
朝
之
事
、
太
史
氏

領
之
、
金
匱
石
室
之
蔵
、
炳
炳
耀
日
月
矣
。
奚
俟
贅
列
哉
。
顧
前

代
並
載
而
本
朝
不
備
、
非
全
志
也
。
故
詳
紀
之
、
但
不
敢
附
諸
前

代
之
末
、
特
揭
国
朝
郡
事
紀
、
別
為
上
中
下
三
卷
、
使
後
之
観
風

議
政
者
知
所
考
鏡
、
云
」。

（
44
）　

張
英
聘
前
掲
「
万
暦
杭
州
府
志
人
物
記
述
之
特
点
」
に
よ
る
と
、

陳
善
の
記
載
方
針
は
、
永
楽
十
六
年
（
一
四
一
八
）
に
頒
布
さ
れ

た
「
纂
修
史
書
凡
例
」
に
原
則
的
に
依
拠
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

（
45
）　

小
二
田
章
前
掲
「
方
志
と
地
域
」
を
参
照
。

（
46
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
の
中
で
、「『
乾
道
臨
安
志
』
は
既
に
佚
し

て
参
照
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
彼
ら
の
治
績
の
引
用

元
は
『
宋
史
』
な
ど
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
47
）　

胡
則
の
記
載
内
容
は
、『
咸
淳
臨
安
志
』
の
「
官
績
」
以
外
か

ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
胡
則
が
記
さ
れ
た
背
景
に
は
、
民
間

信
仰
に
お
け
る
胡
則
神
の
盛
行
が
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
胡
則
と
対
立
し
て
い
た
戚
綸
が
「
雑
伝
」
に
追
い
や
ら
れ
た
の

も
、
同
じ
背
景
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
小
二
田
章
「
北
宋
初

期
の
地
方
統
治
と
治
績
記
述
の
形
成
│
知
杭
州
戚
綸
・
胡
則
を
例

に
」（『
史
観
』
一
六
五
冊
、
二
〇
一
一
）
及
び
朱
海
濱
「
近
世
浙

江
の
胡
則
信
仰
」（『
東
洋
学
報
』
八
六
巻
二
号
、
二
〇
〇
四
）
を

参
照
。

（
48
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
六
一
、「
名
宦
一 

累
朝
会
治
諸
職
」
の

「
江
浙
制
置
使　

王
淵
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善
曰
、
自
古

将
率
平
居
多
掊
尅
卒
伍
、
征
討
則
攘
竊
帑
蔵
、
甚
有
利
部
下
之
剽

掠
而
与
之
共
其
利
者
。
淵
独
矯
矯
邁
群
公
廉
、
自
秉
可
謂
具
徇
国

之
忠
誠
、
称
干
城
之
偉
望
矣
。
惜
其
与
內
侍
康
履
為
深
交
、
以
致

逆
臣
嫉
忌
、
踏
殺
身
之
禍
。
豈
明
于
択
交
、
固
介
冑
之
士
所
短
也
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耶
」。

（
49
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
六
一
、「
名
宦
一 

累
朝
会
治
諸
職
」
の

「
両
浙
転
運
使　

周
渭
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善
曰
、
周
渭

在
浙
、
其
恵
蹟
不
可
考
。
而
卒
後
貧
不
能
葬
、
蓋
其
処
膏
腴
之
地

而
不
図
自
潤
、
真
廉
吏
也
。
紀
之
」。

（
50
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
六
一
、「
名
宦
一 

累
朝
会
治
諸
職
」
の

「
両
浙
提
点
刑
獄　

劉
爚
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善
曰
、
爚

表
章
晦
庵
四
書
以
備
勧
講
、
衛
道
之
功
大
矣
。
而
恵
施
蒸
氓
、
其

著
在
浙
右
者
炳
炳
、
若
是
。
斯
不
為
空
言
誦
説
者
哉
」。

（
51
）　

伊
東
貴
之
「「
気
質
変
化
」
論
か
ら
「
礼
教
」
へ
」（『
岩
波
講

座
世
界
歴
史
』
一
三
、
一
九
九
八
）
と
対
象
す
る
と
、
こ
れ
も
道

学
・
朱
子
学
の
回
帰
運
動
の
一
角
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

（
52
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
六
一
、「
名
宦
一 

累
朝
会
治
諸
職
」
の

「
両
浙
提
点
刑
獄　

陳
塤
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善
曰
、
宋

之
末
季
勢
岌
岌
矣
。
所
恃
者
民
心
之
孔
固
耳
。
乃
一
時
涖
事
畿
輔

之
僚
、
猶
多
為
之
、
擊
豪
猾
、
佐
斉
民
。
寔
暫
延
国
脈
之
一
助
。

若
胡
穎
捕
盜
則
罔
避
親
王
。
陳
塤
懲
悪
則
致
亢
時
宰
。
斯
其
人
皆

有
古
雲
司
執
法
之
風
、
亦
所
謂
社
稷
之
役
也
哉
」。

（
53
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
六
三
、「
名
宦
三 

累
代
国
朝
郡
職
学

職
」
の
「
知
杭
州　

范
仲
淹
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善
曰
、

范
公
之
言
曰
、
先
天
下
而
憂
後
天
下
而
楽
。
斯
憂
楽
之
各
得
其
理

者
也
。
乃
兹
軫
民
之
饑
而
不
惜
事
宴
游
以
済
之
、
蓋
蹟
混
行
楽
、

寔
懇
懇
寓
憂
民
之
心
焉
。
其
即
先
憂
後
楽
之
義
哉
。
夫
豈
潘
孟
陽

之
徒
可
以
同
日
語
也
」。

（
54
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
六
三
、「
名
宦
三 

累
代
国
朝
郡
職
学

職
」
の
「
知
臨
安
府　

李
椿
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
観
椿

之
秉
節
、
庶
幾
無
媿
于
包
孝
肅
、
而
律
淳
熙
以
慶
暦
之
治
則
邈
乎
。

繩
武
之
難
、
惜
矣
」。

（
55
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
六
四
、「
名
宦
四 

累
代
国
朝
邑
長
吏
附

学
職
」
の
「
邑
長
吏　

孫
洙
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善
曰
、

洙
在
邑
之
政
、
載
籍
無
可
考
據
。
咸
淳
志
所
紀
堇
堇
如
是
。
乃
三

人
俱
一
時
名
賢
、
不
軽
許
可
而
合
辞
薦
。
洙
其
仕
学
並
優
、
因
可

想
見
、
故
名
宦
之
籍
不
敢
舍
、
置
之
焉
」。

（
56
）　

沈
文
通
は
本
名
を
遘
と
い
い
、
南
宋
期
の
史
料
で
は
名
が
高
宗

（
趙
構
）
と
通
じ
る
た
め
、
そ
れ
を
避
け
て
字
で
表
記
さ
れ
て
い
た
。

明
代
に
入
り
避
諱
の
必
要
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
字
で
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
、「
名
宦
」
で
他
に
「
陳
遘
」
と
い
う
人
物
が
い
る
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
陳
善
が
『
咸
淳
臨
安
志
』
を
重
視
し
て
参

照
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
57
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
四
、「
事
紀
下　

宋
元
」
の
「
嘉
祐
四
年

…
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善
曰
、
語
有
之
、
君
子
惟
能
立

身
、
而
後
可
以
佐
国
然
哉
。
史
称
、
沔
居
官
以
才
力
聞
、
彊
直
少

所
憚
。
然
喜
宴
游
女
色
、
故
中
間
坐
廃
。
兹
蹟
其
敭
歴
所
自
樹
於

官
守
言
責
振
振
著
矣
。
而
自
律
靡
慎
、
遂
挙
其
平
生
失
之
、
謂
之

何
哉
。
一
統
志
列
之
名
宦
、
蓋
取
其
才
識
之
優
耳
。
要
之
、
瑜
固

不
足
以
掩
瑕
也
」。

（
58
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
六
三
、「
名
宦
三 

累
代
国
朝
郡
職
学

職
」
の
「
知
杭
州　

沈
文
通
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善
曰
、

文
通
之
政
、
志
主
庇
民
而
或
過
乎
。
操
切
蓋
其
矯
矯
以
吏
幹
勝
、

故
所
擘
画
多
出
繩
墨
之
外
。
乃
至
不
循
法
比
刺
民
為
卒
、
幾
于
古

昔
毛
摯
之
治
焉
。
当
時
以
孫
元
規
並
目
之
、
其
美
刺
相
衡
準
矣
。

然
元
規
飭
已
靡
厳
易
被
汙
衊
、
而
文
通
則
無
可
瑕
、
指
斯
二
守
軒
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輊
之
辨
歟
」。

（
59
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
六
五
、「
名
宦
五 

諸
幕
職
邑
佐
武
職
附

雑
伝
」
の
「
雑
伝　

王
喚
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善
曰
、

囹
圄
空
虚
、
古
今
美
事
。
惟
成
康
文
景
為
近
之
。
宋
至
末
季
往
往

見
、
此
可
怪
也
。
将
衰
世
紀
法
廃
弛
而
失
出
者
多
乎
。
不
然
則
膠

東
戸
口
之
類
也
。
姑
紀
之
、
以
疑
」。

（
60
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
六
五
、「
名
宦
五 

諸
幕
職
邑
佐
武
職
附

雑
伝
」
の
「
雑
伝　

張
俊
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
よ
り
。「
善

曰
、
俊
在
南
宋
時
与
韓
劉
宗
岳
斉
名
、
即
無
論
諸
餘
功
伐
、
直
以

戢
寧
浙
土
者
、
論
之
已
炳
炳
若
此
矣
。
謂
一
時
良
将
非
耶
。
然
其

秉
心
匪
正
、
党
賊
檜
賛
和
議
、
致
武
穆
以
冤
死
、
□
□
人
節
堕
矣
。

他
復
何
論
焉
。
余
是
以
于
雑
伝
著
之
」。

（
61
）　
『
万
暦
杭
州
府
志
』
巻
六
五
、「
名
宦
五 

諸
幕
職
邑
佐
武
職
附

雑
伝
」
の
「
雑
伝　

謝
深
甫
」
に
附
さ
れ
た
陳
善
の
評
語
「
善
曰
、

深
甫
早
年
即
有
廊
廟
之
譽
、
迨
提
挙
常
平
、
力
行
荒
政
所
全
活
甚

衆
。
一
時
称
之
其
尹
京
之
績
、
雖
不
見
于
紀
述
、
然
観
之
光
宗
所

諭
、
則
其
治
行
之
優
可
知
矣
。
独
惜
其
附
侂
冑
而
攻
正
人
、
僞
学

之
禁
至
与
陳
永
嘉
趙
忠
定
為
讐
焉
。
則
其
去
余
嘉
、
無
幾
矣
。
然

則
深
甫
不
純
臣
也
、
特
巧
耳
」。

（
62
）　

た
と
え
ば
、
日
本
に
お
け
る
地
方
志
研
究
の
先
駆
と
な
り
、
影

響
を
与
え
続
け
た
青
山
定
雄
「
隋
唐
よ
り
宋
代
に
至
る
総
誌
及
び

地
方
誌
に
つ
い
て
」（
同
『
唐
宋
時
代
の
交
通
と
地
誌
地
図
の
研

究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
四
一
）
を
参
照
。

（
63
）　

呉
漫
前
掲
『
明
代
宋
史
学
研
究
』
に
よ
る
と
、
明
代
の
宋
に
対

す
る
歴
史
的
関
心
は
、
元
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
宋
史
』
の
修
正

か
ら
始
ま
り
、
嘉
靖
年
間
ぐ
ら
い
ま
で
に
代
表
的
な
文
献
（
王
洙

『
宋
史
質
』、
柯
維
驥
『
宋
史
新
編
』、
薛
応
旂
『
宋
元
通
鑑
』
な

ど
）
が
編
ま
れ
、
万
暦
以
降
の
宋
代
に
対
す
る
認
識
に
影
響
を
与

え
た
と
す
る
。
も
と
よ
り
元
の
記
述
に
対
抗
す
る
と
い
う
目
的
が

あ
る
た
め
、「
北
虜
南
倭
」
の
状
況
は
宋
代
に
対
す
る
意
識
に
強
く

影
響
を
与
え
、『
宋
史
質
』
の
時
点
で
、
南
宋
を
亡
国
と
し
、
そ
の

欠
点
を
非
難
し
つ
つ
、
そ
の
功
績
・
問
題
を
参
考
と
す
る
姿
勢
が

出
来
て
い
た
と
い
う
。
陳
善
の
宋
代
に
対
す
る
視
点
は
、
こ
れ
ら

と
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
明
末
の
地
方
統
治
の
変
容

に
つ
い
て
は
、
岸
本
美
緒
『
明
清
交
替
と
江
南
社
会
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
九
九
）
に
活
写
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
在
地
社
会

に
圧
倒
さ
れ
る
事
態
が
徐
々
に
進
行
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
時

点
の
杭
州
は
ま
だ
そ
れ
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
前
掲
の
『
万

暦
杭
州
府
志
』
喬
因
阜
序
か
ら
も
窺
え
る
。

（
64
）　

井
上
進
氏
は
清
代
の
「
樸
学
」
に
至
る
思
想
的
動
向
に
つ
い
て

の
一
連
の
議
論
の
な
か
で
、
道
理
の
学
の
限
界
に
伴
い
、「
史
」
に

対
す
る
注
目
が
生
ま
れ
た
と
す
る
。
そ
の
淵
源
は
王
守
仁
（
陽

明
）
に
ま
で
遡
り
、
明
末
の
混
乱
の
な
か
で
、「
経
」
の
権
威
破
壊

と
し
て
表
れ
る
も
、
清
朝
に
よ
る
政
治
的
弾
圧
の
も
と
で
「
樸

学
」
と
し
て
整
形
さ
れ
て
成
立
し
た
と
い
う
。
こ
の
「
史
」
に
つ

い
て
の
関
心
と
、
明
代
後
期
の
地
方
志
編
纂
と
分
量
の
増
大
は
、

朱
子
学
（
道
理
の
学
）
と
の
角
逐
と
併
せ
て
、
一
致
す
る
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
は
、
当
時
の
学
問
の
実
践
が
、
朱

子
学
と
陽
明
学
、
あ
る
い
は
「
経
」
と
「
史
」
の
間
の
衝
突
・
葛

藤
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
陳
善
の
評
語
も
そ
の
文
脈
の
上
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
陳
善
自
身
が
、
幼
少
時
に
王
守
仁
に
見
出
さ
れ
、

比
較
的
陽
明
学
に
近
い
位
置
に
い
な
が
ら
も
、
そ
の
評
語
が
朱
子
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や
道
理
に
関
心
を
払
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
符
合
し
、
示
唆
的

で
あ
る
。
井
上
進
「
樸
学
の
背
景
」（『
東
方
学
報
』
六
四
冊
、
一

九
九
二
）、「
六
経
皆
史
説
の
系
譜
」（
小
野
和
子
『
明
末
清
初
の
社

会
と
文
化
』、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
六
）、「
明
代

中
期
の
出
版
と
学
術
風
気
」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』

二
九
号
、
二
〇
〇
三
）
を
参
照
。

表 1　万暦杭州府志編者表

職名 肩書 人名

檄修

巡撫浙江兵部右侍郎兼都察院右副都御史 徐 栻
巡撫浙江都察院右副都御史 李世逹
巡撫浙江都察院右僉都御史 吳善言
巡 按 浙 江 監 察 御 史 鮑希顔
巡 按 浙 江 監 察 御 史 王 暁
巡按浙江等處監察御史 房如式
巡按浙江等處監察御史 李 棟

督修 提督學校浙江按察司僉事 喬因阜

掌修 整飭温處兵僃浙江按察司副使前杭州府知府 吳自新
杭 州 府 知 府 劉伯縉

恊修

杭 州 府 同 知 張紹芳
杭 州 府 通 判 張聯奎
杭 州 府 通 判 桑大協
杭 州 府 通 判 王良用
杭 州 府 通 判 林喬松
杭 州 府 推 官 胡桂芳
仁 和 縣 知 縣 梁 鵬
錢 塘 縣 知 縣 姜 召
海 寧 縣 知 縣 蘇 湖
海 寧 縣 知 縣 潘元和
海 寧 縣 知 縣 郝 㓗
冨 陽 縣 知 縣 喻效龍
餘 杭 縣 知 縣 濮陽棐
臨 安 縣 知 縣 李 增
新 城 縣 知 縣 温朝祚
新 城 縣 知 縣 張 黙
於 濳 縣 知 縣 萬之翼
昌 化 縣 知 縣 吳 桐

纂修 雲南布政使司左布政使致仕郡人 陳 善

考輯

南 京 國 子 監 監 生 趙 觀
錢 塘 縣 儒 學 生 員 方可立
仁 和 縣 儒 學 生 員 楊兆坊
杭 州 府 儒 學 生 員 王廸吉
杭 州 府 儒 學 生 員 朱 履
杭 州 府 儒 學 生 員 陳植桂
杭 州 府 儒 學 生 員 張 璚
杭 州 府 儒 學 生 員 鄭 栻
錢 塘 縣 儒 學 生 員 孫思旦
仁 和 縣 儒 學 生 員 童文卿
錢 塘 縣 儒 學 生 員 沈思相
杭 州 府 儒 學 生 員 俞伯臣
餘 杭 縣 儒 學 生 員 李春耕
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表 2　『万暦杭州府志』 事紀の「宋代」における陳善の発言
巻
名
番
号 時代 本文の表題 陳善の発言

萬
曆
杭
州
府
志
卷
之
四　

事
紀
下
宋
元

31

北宋

（太宗皇帝太平興國）
三年知泰州田錫上言杭
州災荒狀…

善曰、錫於杭無主守之責、而懇言其艱難災傷之状如此。耿直仁愛兩見之。
特記之、以示勸。

32 乾興元年春三月樞密直
學士李及來知杭州…

善曰、白集者何。白居易公集也。其恨之何。懼擾民也。市白集、猶恨其一
無所市可知。已會城賈人皆籍名公府名、曰直月。蓋百貨悉然。而惟直幣帛
之類者尤爲繁困。一月之丙計有數家、家所抵費月不下數十金、故有初任取
物、任滿給價至以什物相抵者矣。又有𧇊直十之五六者矣。甚者身爲大吏、
素獵時名謝事東歸、百貨充斥、暮夜輸運舟不能容此。皆郡城人之膏血也。
百姓不敢怒、其敢言哉。前此觀風使者舒公汀龐公尙鵬、嘗嚴禁和買郡中知
戢。嗟乎、使皆如李公烏用禁和買哉。

33 皇祐二年杭州饑知州事
范仲淹發粟賑之…

善曰、邇來官司每値春首多禁人遊湖、謂可禁戢浮華、變移風俗。竊謂不
然。夫爲政之要務在養□。今湧金錢塘二郭門外大小游舫約二百餘計、業操
舟者四百餘輩。蓋出游者衆則六百餘家、藉以衣食且販鬻之徒、攜物往市易
餬口者、又不下數千人。此其利濟窮民不少也。如遊湖之禁行則數千家無所
資。以爲命長人者將使民物阜康。而方春時和使細民失業、仁人不忍也。如
范文正公知杭州、屬歲歉日宴湖上縱人遊觀此。蓋損有餘補不足、大君子用
世。其通達治體如此。可爲長民者法矣。若天豪冶之子挾聲妓事浪遊、愚民
縱婦女入僧寺焚禱、此則傷敗風俗之尤者、法當嚴禁之耳。

34
嘉祐四年觀文殿學士孫
沔以前知杭州不法事貶
寧國軍節度副使…

善曰、語有之、君子惟能立身。而後可以佐國然哉。史稱、沔居官以才力
聞、彊直少所憚。然喜宴游女色、故中間坐廢。玆蹟其敭歷所自樹於官守、
言責振振著矣。而自律靡愼、遂舉其平生失之。謂之何哉。一統志列之名
宦、蓋取其才識之優耳。要之、瑜固不足以掩瑕也。

35
大觀四年秋閏九月龍圖
閣學士張閣來知杭州兼
領花石綱…

善曰、閣請自領花石。當時疑其爲固寵。然其守杭、杭人苦和買絹、爲請均
之他郡。又經理有叙、去惡少年之爲人害者、州以理聞。豈語所謂寸有所長
者歟。

36

南宋

（高宗皇帝建炎三年）
十二月金人犯臨安守臣
康允之棄城遁錢塘令朱
蹕尉曹將金勝祝威死之
…

善曰、允之秩爲安撫、受命居守。而敵纔履境、卽委城鼠竄。乃死事者獨出
一縣令二曹、將其忠姦勇懦相去、何啻霄壤吁濱國難者。可以知勸戒矣。

37 （建炎四年）冬十月歲
星見吳分…

善曰、紹興辛巳逆亮渝盟。有上封者言、吾方得歳虜且送死。詔以問太史、
考歩如言。陳文正康伯當國、請以著之親征詔書、其辭有曰、歳星臨於呉
分、冀成淝水之勲。鬬士倍於晉師、當决韓原之勝。蓋指此是冬亮遂授首二
事之驗、不差毫釐然。宋室君臣偷安一時、卒無有修政以應天道者。諜者傳
逆亮造舟調兵之事、高宗尚不深信、向微施宜生之告變、粗爲備禦、則亮之
授首未可必也。語云、天道遠人道。邇禦戎上策寧不在自治哉。

38 （紹興）五年春二月帝
發平江至臨安…

善曰、高宗奉祖宗神御北伐復仇之志。北行未幾、因臣下之請翻然旋蹕。非
僞于前、則怯于後、均可耻也。中原陸沉、不得辭其責矣

39

（紹興）十一年冬十一
月秦檜殺故少保樞密副
使武昌公岳飛於大理獄
中卒隗順潛瘞之於九曲
叢祠…

善曰、武穆銳志恢復、其身之生死、蓋宋所繫爲存亡者也。宰也謀而隕之
廷、卒也憤而瘞之野。忠讒相去、何如哉、何如哉。

40
（紹興十二年）夏六月
簽書樞密院事餘杭何鑄
謫徽州居住…

善曰、檜以時相、決意殺武穆。而鑄力辯其冤、可謂毅然不阿者矣。及考鑄
爲臺諫時、諸所建白皆鑿鑿破的、亦近世所未見也。而史言其論、趙鼎李光
周葵范沖孫近諸人未免望風迎旨。豈其前後易操頓致此歟。抑毀譽易淆、而
是非之未眞也。君子立身與士大夫論人、亦甚難矣。

41
（紹興三十年）冬十月
虜使施宜生來賀正旦因
吿變…

善曰、按施宜生、棄君親而事胡虜、背中華而臣左衽。旣已委質爲臣而復泄
其謀、是二心也。其死固不足惜、然宋緣此設備、得以暫寄餘息。其不忘本
朝之心亦可憫哉。不然點虜長驅宋人撤備、德祐之禍當在紹興之季矣。君子
咏立馬吳山之詩、不能不三嘆於宜生也。

42 （紹興）三十二年春二
月帝還臨安…

善曰、按宋史、於宋帝臨幸如玉津聚景延祥祐聖之行、皆列之。蓋君舉必書
國志體也。愚謂、尋常遊幸無關勸戒、故並削不錄。至如孝宗奉太上爲玉津
聚景之遊、雖屬懿舉、然天子之孝當務其大者亦不貴、是故此志惟車駕出境
及還行都斯一書耳。

43
（同上）秋七月攺塟故
少保樞密副使武昌公岳
飛于棲霞嶺…

善曰、余攷、隗順潛瘞武穆時、嘗語其子曰、異日朝廷求屍不獲、必懸賞。
順非有智術能逆探也。直以理信之耳。至是果懸三班借職曁錢五百緡爲購、
則順之言驗。而天理之在人心者、信不容泯矣。但武穆之忠烈、雖獲少伸、
而檜賊之奸邪尚未追戮、終不能無遺憾也。矧湯思退力主和議、而當時相
之、則檜死仍有一檜在矣。武穆寧遽瞑邪。噫。
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44

南宋

（孝宗皇帝乾道二年春
正月）戊寅臨安府奉詔
釋繫囚…

善曰、宋室諸君憫念獄囚如此。斯民何厚幸也。今省會之地、臺省檄府縣拘
繫者日數至焉。縣中圜扉止數楹、更復湫隘、每一室疊床三層、其衆可知
也。於此不足則收之羈候所、又不足則收之郵亭。至炎月、穢氣鬱蒸、醞成
疫痢、窮民饑病死十九、屍出獄已無完膚。仵人舁至漏澤園、惡犬聚羣食之
矣。噫吁、獸相食人且惡之、忍於禽獸食人乎。予故備録、於此使有官君子
覽焉。

45
（淳熙元年）冬十月辛
巳臨安府奉詔蠲民丁身
錢…

善曰、遇災恤民、聖世仁政也。史不絶書、善可知矣。而無損當時之亂、何
哉。不正其本、而徒末之務故耳。王民皞皞、豈待賜與。然余猶幸其有此
也。噫。

46 （同上）是歲臨安府三
院獄空…

善曰、夫囹圄空虛、此盛時美事。在南宋得屢見之。亦可稱矣。抑或偏安爲
歉、政務姑息、臣下諛使、相與粉飾成之。殆未足與古昔勝、殘去殺者同語
哉。

47 （光宗皇帝紹熙五年）
冬十月臨安災風…

善曰、經傳所云、大雷電以風、大風雨有矣。未聞風之爲災也。此云災風何
也。嘗考、洪容齋隨筆曰、元祐五年蘇軾守杭日、與宰相呂汲公書論浙西災
傷曰、八月之末秀州數千人訴風災、吏以爲法有訴水旱而無訴風災。閉拒不
納、老幼相騰踐死者十一人。由此言之吏不喜言災者、蓋十人而九不可不察
也。蘇公及此可謂仁人之言矣。夫風之爲災非如水旱之由顯而易見、可以稽
考故在昔無風災之例、懼貪民乘時冒濫、不輕啓其端耳。今日之計固難添創
條、或但凡有災傷出於水旱之外者、專委良守令、推而行之、則實惠及民、
可以救其流亡之禍。仁政之上也。

48
（寧宗皇帝慶元元年）
夏五月臨安府奉詔貰罪
囚…

善曰、䟽𡨚釋繫、王政之善者也。宋之人君徃徃因水旱行之。至於寧宗未知
君道史冊所書頻見。是舉猶有泣罪之意焉。近世獄狴繁興、桎梏之徒充斥囹
圄。歲久長繫、朝啼夜號、冤與愁幷疾病綿染、至有以詿、誤微疵沈命獄底
者衆矣。爲人上者蓋惻然憫之。

49 （紹定）四年春三月天
雨黃霧…

善曰、按漢建始陳禎明時、皆有此變而國隨以亡。宋變同之危亂可知矣。天
人之際、詎不當深畏邪。

50 （同上）秋九月臨安大
火太廟燬…

善曰、宋紹定辛卯臨安之火、比辛酉加五分之三。雖太廟不免、而史彌遠府
以殿帥馮榯之力獲全、可慨矣。馬將仕之獲助、直一家事耳。其列郡紀者
何、曰、紀行德義以爲世勸也。富家好施貧人、懷報不召而集。誠如子來至
於百堵、俱作協力。終事古今僅一睹記、曷可無紀也。善爲國家者、平時則
省刑薄歛、以仁政固結其民。凶年饑歳、省用勸分、捐租發賑、使民父母妻
子不致於離散。豈有疾視其死而不救者哉。宋以仁厚立國、卽渡江後猶存勒
恤之風第。秦韓史賈擅朝誤國、君權喪而王澤壅矣。祚垂迄亡、公田作慝。
敷天胡塵之慘、詎直兵勢不振罪耶。故曰、得衆則得國、失衆則失國。

51
（寶祐）三年春正月臨
安雷震守臣奉詔罷元夕
張燈…

善曰、書罷元夕張燈、善矣。然雷震春初、豈尋常之變乎。正身克已、訪求
直言、釐革弊政、庶可消鑲人變耳。罷燈一事、詎足答天意乎。事有似矣。
而實未盡美者、此類是也。

52
（景定）四年夏六月知
臨安府劉良貴等以買公
田功進官…

善曰、按買公田之法、旣出薄直易厚産、且用絹雜銀授之。甚者予虛告此去
攘奪何遠。而良貴等方以功進秩、公論毀常道反矣。宋室至此尚可爲國乎。
崖山之祻固不專自夷狄發也。從古失國家者必先失其民心、大抵如此。可爲
永鑒也已。

53

（亡宋）

帝㬎德祐元年春二月五
郡鎮撫呂文福遣兵入衛
臨安…

善曰、文福舉所部勤王、與從兄文煥降虜爲導者。相去不啻天壤乃效忠不
竟、後終屈膝、呼韓惜哉。

54
（同上三月）宋宗室趙
孟松謀舉兵匡復被□□
臨安死之…

善曰、王室丘墟、士大夫志節、稍不自振者非屈膝、則鼠竄耳。矧孟松系出
天潢夙習紈綺、尤易風靡。而顧能毅圖匡復、濱死不撓、雖事不克、濟乃其
節壯矣。與漢北地王諶曠世爭雄呉興公子、視之或亦有餘媿哉。

55 （同上）十二月左相吳
堅等發臨安北行…

善曰、人稱宋室遇士大夫恩禮最篤、故臨難多死事之臣、社稷雖已不守、猶
有餘光焉。乃呉堅位弁冠佩靦顏北行。上負國家、下辱羣寀、媿死矣。

56
（端宗皇帝景炎三年）
十二月元西僧楊璉眞伽
發宋諸陵裒遺骼建塔於
杭州…

善日、自古夷入國都者有矣、未有發人塚墓、暴其胔骼者。有之自髡賊始、
蓋窮天地所未聞之慘也。彼以犬羊腥我華夏、㨿人國都偃然盗神器。而有之
彼固宋之賊也。宋家於彼何負焉。不能置守塚禁樵採、而反殘滅諸陵、蓋惟
犬羊之類有犬羊之心也。胡元所以享祚不永者、則髡賊爲之崇耳。

57
帝昞祥興二年秋九月元
左丞忽辛來領杭州織造
…

善曰、宋立國初武畧已自不振、南渡之後遂以杭爲帝都。北轅之慘、千古痛
心、此正卧薪嘗膽時也。而君臣溺於盤荒、反以西湖爲逸豫之地。豈非以樂
滔憂者哉。獨其勤恤民瘼勞來不怠、蠲租釋繫之令每每見之。此如豪冶之子
旣以縱侈敗其先業、乃日烹羊擊豕以犒家衆。非不可以暫延晷刻、然非所以
增光祖德也。後之立國者可永鑒矣。
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151 姚鉉

北宋

字寳臣、直隷合肥縣人。太平興國中進士甲科、文辞敏麗、善
書札、藏書至多。淳化中直史館應制、賦賞花釣魚詩、特被嘉
賞、翌日命中使就第賜白金褒奨之。歴右司諌、兩浙轉運使。
課吏寫書采唐世文章、分門編類初為五十卷、後復増廣之至一
百巻、以古賦樂章歌詩贊頌碑銘文論箴表傳録書序雑著、為次
第、命之曰文粋。鉉雋爽尚氣、薛映知杭州與之不恊、摭其罪
状數條密以聞。於是除名貶連州文學、卒年五十三。嘗寫所著
文粹、好事者於縣樓貯之、官屬多遣吏寫録。吏寫為苦、以鹽
水噀之、冀其速壊。後以火焚樓。論唐三百年文章、惟韓吏部
超卓羣流、獨髙邃古。以二帝三王為根本、以六經四教為宗
師、憑陵轥轢、首倡古文。遏横流於昏墊、闢正道於夷坦、蓋
亦有見。至於去取、或不能無駁如淮西碑取段文昌所為、而黜
韓兪之作。此其最紕謬者也。卒後子以其書上獻、詔藏内府、
命以一官。

字 寶 之（ 宋
史）とある、
水東日記には
また別の人間
の論として引
用

○ 宋史、玉海、
水東日記など

152 呂溱
字濟叔、揚州人。擧進士第一、英宗時由知制誥出知杭州。溱
開敏善議論、一時名軰皆推許之。然自貴重、在杭州接賓客不
過數語。時目為七字舍人。

× 宋史

153 戚綸

字伸言、應天府楚邱人。大中祥符三年以樞密直學士戸部郎中
知杭州。綸與轉運使陳堯佐言、江潮壊堤、漸逼州城。望遣使
自京師部埽匠壕寨、赴州工役。詔從之。令馳驛而往、命轉運
使更互檢校、遂以埽岸易柱石之制。雖免水患、而衆頗非其變
法。

字仲言の誤り × 咸淳志

154 朱巽 字順之、揚州天長人。天聖七年以新知河中府改知杭州。忠愿
自守、上稱為長者。

善曰、咸淳志所稱如此。似爲謹厚之士、或未能奮砥庇民者。
故紀之雜傳。 × 咸淳志

155 孫沔
字元規、會稽人。至元初以資政殿學士知杭州。其政明敏果
毅、聲稱與沈遘同。後以在職淫縦不法、為言官論劾坐廃。語
具事紀。

至和の誤り × 咸淳志

156 蒲宗孟 閬州人。元豊八年以資政殿學士知杭州。嘗集錢唐詩、自宋齊
以來至元豐中、凡三千餘篇為三十卷、行於世。 × 咸淳志

157 張康國
字賔老、揚州人。第進士知雍丘縣。紹聖中蔡京整治役法、薦
以參詳利害使提舉兩浙常平、推行之。豪猾望風歛服。發倉救
荒、江南就食者活數萬口。

善曰、康國提舉常平、卽能發倉賑貸所活至數萬人、亦稱惠利
矣。惜其不知自重階權姦以媒進、何其陋也。世之不擇所托、
而汲汲於自售者。鮮不犯磷淄之戒矣。

× 宋史

158 葉夢得

字少藴、吳縣人。靖康元年以朝散大夫龍圖閣待制知杭州。建
炎元年杭卒陳通作亂、困辱夢得。朝廷以侍其傳知州事。未幾
夢得討平通黨、復知杭州。時汪龍渓作夢得復職制詞有、曰、
三仕三已莫眀令尹之心、故七縱七擒微見武侯之畧。徙傳知宣
州。

× 成化志

159 張俊

南宋

字伯英、鳳翔成紀人。好騎射、負才氣。起於群盗、高宗初以
御營前軍統制除帶御噐械。時江淮羣盗蜂起、俊討杜用於淮
寧、趙萬郭青於鎮江、陳通於杭州、蒋和尚等於蘭溪、皆平
之。除正任觀察使。苗劉之變、矯詔加俊捧日天武四廂都指揮
使。俊知其偽、拒不受。引所部至平江。張浚語以傅等欲危社
稷、大慟。呂頤浩至俊亦涕泣曰、今日亦以死報國。劉光世以
所部至、俊釋舊憾。韓世忠来自海上。俊借一軍與之。俱世忠
為前軍、俊以精兵翼之、光世次之。戰於臨平、傅等兵敗、開
城出奔。帝嘉勞久之、拜鎮西軍節度使御前都統制、尋為浙東
制置使。江浙羣盗復大起、授俊兩浙西路江南東路制置使、以
所部招收羣盗、令兩浙宣撫使周望以兵屬俊。諸将劉光世韓世
忠之外、皆受節度無何。浙盗悉平、改江南招討使。

善曰、俊在南宋時與韓劉宗岳齊名、卽無論諸餘功伐、直以戢
寧浙土者、論之已炳炳若此矣。謂一時良將非耶。然其秉心匪
正、黨賊檜贊和議、致武穆以冤死、□□人節隳矣。他復何論
焉。余是以于雜傳著之。

○ 宋史

160 劉誨
建炎二年、金人犯杭州、守臣康允之棄城遁、保赭山。時誨官
直顯謨閣自楚州赴召、在城中衆民推之以守、陥死。増直龍圖
閣。

× 明一統志
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表 3『万暦杭州府志』 巻六五「名宦五 諸幕職邑佐武職附雑伝」の宋代「雑伝」
書巻
号名 役職 番号 名前 統治

時期 治績記述 評語 備考 新出 先行同一記載

萬
暦
杭
州
府
志
巻
六
十
五
「
名
宦
五 

諸
幕
職
邑
佐
武
職
附
雑
傳
」

雑傳

151 姚鉉

北宋

字寳臣、直隷合肥縣人。太平興國中進士甲科、文辞敏麗、善
書札、藏書至多。淳化中直史館應制、賦賞花釣魚詩、特被嘉
賞、翌日命中使就第賜白金褒奨之。歴右司諌、兩浙轉運使。
課吏寫書采唐世文章、分門編類初為五十卷、後復増廣之至一
百巻、以古賦樂章歌詩贊頌碑銘文論箴表傳録書序雑著、為次
第、命之曰文粋。鉉雋爽尚氣、薛映知杭州與之不恊、摭其罪
状數條密以聞。於是除名貶連州文學、卒年五十三。嘗寫所著
文粹、好事者於縣樓貯之、官屬多遣吏寫録。吏寫為苦、以鹽
水噀之、冀其速壊。後以火焚樓。論唐三百年文章、惟韓吏部
超卓羣流、獨髙邃古。以二帝三王為根本、以六經四教為宗
師、憑陵轥轢、首倡古文。遏横流於昏墊、闢正道於夷坦、蓋
亦有見。至於去取、或不能無駁如淮西碑取段文昌所為、而黜
韓兪之作。此其最紕謬者也。卒後子以其書上獻、詔藏内府、
命以一官。

字 寶 之（ 宋
史）とある、
水東日記には
また別の人間
の論として引
用

○ 宋史、玉海、
水東日記など

152 呂溱
字濟叔、揚州人。擧進士第一、英宗時由知制誥出知杭州。溱
開敏善議論、一時名軰皆推許之。然自貴重、在杭州接賓客不
過數語。時目為七字舍人。

× 宋史

153 戚綸

字伸言、應天府楚邱人。大中祥符三年以樞密直學士戸部郎中
知杭州。綸與轉運使陳堯佐言、江潮壊堤、漸逼州城。望遣使
自京師部埽匠壕寨、赴州工役。詔從之。令馳驛而往、命轉運
使更互檢校、遂以埽岸易柱石之制。雖免水患、而衆頗非其變
法。

字仲言の誤り × 咸淳志

154 朱巽 字順之、揚州天長人。天聖七年以新知河中府改知杭州。忠愿
自守、上稱為長者。

善曰、咸淳志所稱如此。似爲謹厚之士、或未能奮砥庇民者。
故紀之雜傳。 × 咸淳志

155 孫沔
字元規、會稽人。至元初以資政殿學士知杭州。其政明敏果
毅、聲稱與沈遘同。後以在職淫縦不法、為言官論劾坐廃。語
具事紀。

至和の誤り × 咸淳志

156 蒲宗孟 閬州人。元豊八年以資政殿學士知杭州。嘗集錢唐詩、自宋齊
以來至元豐中、凡三千餘篇為三十卷、行於世。 × 咸淳志

157 張康國
字賔老、揚州人。第進士知雍丘縣。紹聖中蔡京整治役法、薦
以參詳利害使提舉兩浙常平、推行之。豪猾望風歛服。發倉救
荒、江南就食者活數萬口。

善曰、康國提舉常平、卽能發倉賑貸所活至數萬人、亦稱惠利
矣。惜其不知自重階權姦以媒進、何其陋也。世之不擇所托、
而汲汲於自售者。鮮不犯磷淄之戒矣。

× 宋史

158 葉夢得

字少藴、吳縣人。靖康元年以朝散大夫龍圖閣待制知杭州。建
炎元年杭卒陳通作亂、困辱夢得。朝廷以侍其傳知州事。未幾
夢得討平通黨、復知杭州。時汪龍渓作夢得復職制詞有、曰、
三仕三已莫眀令尹之心、故七縱七擒微見武侯之畧。徙傳知宣
州。

× 成化志

159 張俊

南宋

字伯英、鳳翔成紀人。好騎射、負才氣。起於群盗、高宗初以
御營前軍統制除帶御噐械。時江淮羣盗蜂起、俊討杜用於淮
寧、趙萬郭青於鎮江、陳通於杭州、蒋和尚等於蘭溪、皆平
之。除正任觀察使。苗劉之變、矯詔加俊捧日天武四廂都指揮
使。俊知其偽、拒不受。引所部至平江。張浚語以傅等欲危社
稷、大慟。呂頤浩至俊亦涕泣曰、今日亦以死報國。劉光世以
所部至、俊釋舊憾。韓世忠来自海上。俊借一軍與之。俱世忠
為前軍、俊以精兵翼之、光世次之。戰於臨平、傅等兵敗、開
城出奔。帝嘉勞久之、拜鎮西軍節度使御前都統制、尋為浙東
制置使。江浙羣盗復大起、授俊兩浙西路江南東路制置使、以
所部招收羣盗、令兩浙宣撫使周望以兵屬俊。諸将劉光世韓世
忠之外、皆受節度無何。浙盗悉平、改江南招討使。

善曰、俊在南宋時與韓劉宗岳齊名、卽無論諸餘功伐、直以戢
寧浙土者、論之已炳炳若此矣。謂一時良將非耶。然其秉心匪
正、黨賊檜贊和議、致武穆以冤死、□□人節隳矣。他復何論
焉。余是以于雜傳著之。

○ 宋史

160 劉誨
建炎二年、金人犯杭州、守臣康允之棄城遁、保赭山。時誨官
直顯謨閣自楚州赴召、在城中衆民推之以守、陥死。増直龍圖
閣。

× 明一統志
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161 宋輝
紹興二年以祕閣修撰知臨安府。三衙奏定、臨安府左右廂巡為
百有十五、鋪用卒六百七十三人、三衙及東府兵各居其半。奏
言、本府酒税課利、乞依揚州例權免分撥諸司、應付本府支使
俟移蹕日如舊。從之。

× 咸淳志

162 盧知原 紹興三年以右中奉大夫都督府參謀官知臨安府。奏乞撥兵馬鈐
轄司回易庫歸臨安府。從之。 × 咸淳志

163 梁汝嘉 字仲謨、麗水人。紹興三年以直龍圖閣知臨安府。汝嘉長於吏
治、其治臨安、弭盗救災、繕治庠序、尤著風績。稱為名尹。

善曰、汝嘉尹京之績甚茂第、不能自樹附賊檜以持禄、君子譏
之。故正傳獨缺而於雜紀見焉。 × 宋史ほか

164 王喚
紹興十二年以敷文閣待制知臨安府。正月臨安府言獄空、詔獎
之。五月言府及各縣獄空、又獎之。六月言、太學將畢工、食
士之癈當預備。已括到民閒冒占白地錢、歳入三萬緡有奇、養
士三百恐可足用。從之。

善曰、囹圄空虛、古今美事。惟成康文景爲近之。宋至末季往
往見、此可怪也。將衰世紀法廢弛而失出者多乎。不然則膠東
戸口之類也。姑紀之、以疑。

× 咸淳志

165 錢端禮
台州人。紹興三十年以右文殿修撰改戸部侍郎再知臨安府。時
初命臨安府印造會子、許與銅錢並行。端禮乞令左藏庫應支見
錢、並以會分數品搭用度。從之。東南用會子自此始。

× 咸淳志

166 薛良朋 隆興二年以左朝奉大夫兩浙轉運副使知臨安府。乾道元年以警
戢盜賊究心職事、除直龍圗閣。

善曰、薛胡兩尹俱以勤職受賞、似宜進之正傳。而茲雜紀之者
不敢以一事㮣其人也。 × 咸淳志

167 胡與可 淳熙初以直敷文閣知臨安府。因修砌江岸、轉朝奉大夫直顕謨
閣。 × 咸淳志

168 謝深甫
字子肅、台州臨海人。乾道二年進士。淳熙二年以權給事中知
臨安府。三年除工部侍郎。入謝、光宗面諭曰、京尹寛則廢、
法猛則厲民。獨卿為政得寛猛之中。進兼吏部侍郎。

善曰、深甫早年卽有廊廟之譽、迨提舉常平、力行荒政所全活
甚衆。一時稱之其尹京之績、雖不見于紀述、然觀之光宗所
諭、則其治行之優可知矣。獨惜其附侂冑而攻正人、僞學之禁
至與陳永嘉趙忠定爲讐焉。則其去余嘉、無幾矣。然則深甫不
純臣也、特巧耳。

紹熙二年の誤
り ○ 宋史

169 潜説友 咸淳四年以司農少卿知臨安府、至七年罷。説友在官嘗修咸淳
臨安志。 × 成化志
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161 宋輝
紹興二年以祕閣修撰知臨安府。三衙奏定、臨安府左右廂巡為
百有十五、鋪用卒六百七十三人、三衙及東府兵各居其半。奏
言、本府酒税課利、乞依揚州例權免分撥諸司、應付本府支使
俟移蹕日如舊。從之。

× 咸淳志

162 盧知原 紹興三年以右中奉大夫都督府參謀官知臨安府。奏乞撥兵馬鈐
轄司回易庫歸臨安府。從之。 × 咸淳志

163 梁汝嘉 字仲謨、麗水人。紹興三年以直龍圖閣知臨安府。汝嘉長於吏
治、其治臨安、弭盗救災、繕治庠序、尤著風績。稱為名尹。

善曰、汝嘉尹京之績甚茂第、不能自樹附賊檜以持禄、君子譏
之。故正傳獨缺而於雜紀見焉。 × 宋史ほか

164 王喚
紹興十二年以敷文閣待制知臨安府。正月臨安府言獄空、詔獎
之。五月言府及各縣獄空、又獎之。六月言、太學將畢工、食
士之癈當預備。已括到民閒冒占白地錢、歳入三萬緡有奇、養
士三百恐可足用。從之。

善曰、囹圄空虛、古今美事。惟成康文景爲近之。宋至末季往
往見、此可怪也。將衰世紀法廢弛而失出者多乎。不然則膠東
戸口之類也。姑紀之、以疑。

× 咸淳志

165 錢端禮
台州人。紹興三十年以右文殿修撰改戸部侍郎再知臨安府。時
初命臨安府印造會子、許與銅錢並行。端禮乞令左藏庫應支見
錢、並以會分數品搭用度。從之。東南用會子自此始。

× 咸淳志

166 薛良朋 隆興二年以左朝奉大夫兩浙轉運副使知臨安府。乾道元年以警
戢盜賊究心職事、除直龍圗閣。

善曰、薛胡兩尹俱以勤職受賞、似宜進之正傳。而茲雜紀之者
不敢以一事㮣其人也。 × 咸淳志

167 胡與可 淳熙初以直敷文閣知臨安府。因修砌江岸、轉朝奉大夫直顕謨
閣。 × 咸淳志

168 謝深甫
字子肅、台州臨海人。乾道二年進士。淳熙二年以權給事中知
臨安府。三年除工部侍郎。入謝、光宗面諭曰、京尹寛則廢、
法猛則厲民。獨卿為政得寛猛之中。進兼吏部侍郎。

善曰、深甫早年卽有廊廟之譽、迨提舉常平、力行荒政所全活
甚衆。一時稱之其尹京之績、雖不見于紀述、然觀之光宗所
諭、則其治行之優可知矣。獨惜其附侂冑而攻正人、僞學之禁
至與陳永嘉趙忠定爲讐焉。則其去余嘉、無幾矣。然則深甫不
純臣也、特巧耳。

紹熙二年の誤
り ○ 宋史

169 潜説友 咸淳四年以司農少卿知臨安府、至七年罷。説友在官嘗修咸淳
臨安志。 × 成化志


